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第３次みどりの風吹くまちビジョン

基本計画
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第 １ 章

策定の目的

この章では、「第３次みどりの風吹くまちビジョン」策定の経緯と目的につい

て記載しています。
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27年度平成26年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度

31年３月

第2次
みどりの風吹く
まちビジョン

策定
30年６月

グランド
デザイン構想

策定

29年3月

公共施設等
総合管理計画
策定

28年10月

区政改革計画
策定

29年12月
人事・人材育成計画
職員定数管理計画
外郭団体見直し方針

27年3月

みどりの風吹く
まちビジョン
策定

ビジョン
（政策）

政策を実現する
仕組みや態勢の

見直し

区は、平成27年３月、新しい区政運営の方向性を明らかにし、将来を見据えた戦
略を提示するため、「みどりの風吹くまちビジョン」を策定しました。平成30年6月
には、区政を更に前に進めるため、「暮らし」・「都市」・「区民参加と協働」の
３つの分野からなる「グランドデザイン構想」を策定し、目指す将来像を区民の皆
様と共有しました。
グランドデザイン構想の実現を目指し、平成31年3月には、新たな総合計画として

「第２次みどりの風吹くまちビジョンを策定しました。令和４年３月には、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大など社会情勢の変化に対応するため、令和４年度か
ら５年度の２か年の取組を定める「第２次みどりの風吹くまちビジョン 改定アク
ションプラン」を策定しました。さらに、令和５年３月には、政策を実現する具体
的な取組と体制を強化する「取組体制強化プラン」を策定しています。
グランドデザイン構想の実現に向けて、これまでの政策を着実に継続・発展させ、

その上に立ち、みどり、文化、スポーツ、都市インフラなど区民生活を豊かにする
施策に更に力を入れていく必要があります。構想実現に向けた政策展開を明らかに
するため、区の新たな総合計画（地方版総合戦略※）として、「第３次みどりの風吹
くまちビジョン（以下「第３次ビジョン」という。）」を策定します。

※ まち・ひと・しごと創生法第9条および第10条に基づく「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」およ
び「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」のこと。都道府県および区市町村は、国の「デジタル田園都
市国家構想総合戦略」を勘案し策定が求められている。

グランドデザイン構想の実現

策定の目的
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６年度５年度 ７年度３年度 ４年度 ８年度

グランド
デザイン構想の

実現

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大

４年３月

第2次みどりの風吹く
まちビジョン

改定アクションプラン
策定

５年12月

第３次
みどりの風吹く
まちビジョン
〈素案〉

５年３月

取組体制
強化プラン

策定

２年度

DX
人材
育成

区民
協働
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第 ２ 章

改革ねりま これまでの取組

この章では、区がこれまで進めてきた「改革ねりま」について記載しています。
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全国の自治体を先導する「練馬区モデル」の展開

保護者の就労形態や
ニーズの多様化に応える
区独自の幼保一元化施設

診療所での個別接種と
集団接種を組み合わせた
ベストミックス方式

我が国は、少子高齢化・人口減少により経済活力が弱まり、国際競争力が低
下するなかで、赤字国債の発行を重ねた結果、債務残高はGDPの２倍を超え、
世界に類を見ない危機的な状況となっています。将来を見通すことが難しいモ
デルなき未知の時代に直面している今こそ、現実を直視し、リアルな打開策を
打ち出していく必要があります。
従来の施策を漫然と繰り返し、他自治体と横並びの施策を実施しているだけ

では、こうした変化の激しい時代に対応することはできません。未来を切り開
くため、区はこれまでの施策を抜本的に変革し、全国自治体を先導する「練馬
区モデル」を様々な分野で展開してきました。
例えば「３歳からは預かり保育のある幼稚園に通わせたい」という保護者の

ニーズに対応するため、全国初となる区独自の幼保一元化施設「練馬こども
園」を創設しました。子どもの教育や保育について保護者の選択の幅が広がり、
共働き家庭などからも利用されています。
コロナ禍においても、希望する区民が身近な場所で速やかに安心してワクチ

ン接種を受けられる体制を一刻も早く整備するため、国と綿密に協議し、練馬
区医師会の協力を得て、かかりつけ医による個別接種をメインに集団接種会場
でカバーする「練馬区モデル」を構築しました。国が先進事例として紹介し、
全国自治体の標準モデルとなりました。
今後もこうした取組を継続し、発展させていきます。

〈練馬区モデルの例〉
新型コロナウイルスワクチン

接種体制の構築

区独自の幼保一元化施設
「練馬こども園」の創設
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保育所待機児童ゼロを達成子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
輝
く
ま
ち

待機児童ゼロ作戦を展開し、
平成26年度からの９年間で全国
トップレベルの約8,500人の定
員拡大を実現しました。
令和３年度から待機児童ゼロ

を継続しています。

必要な子育てサービスを選べる社会に

練馬こども園を創設

区独自の幼保一元化施設である練馬
こども園を創設し、子どもの教育や保
育について、保護者の選択の幅を広げ
ました。

小学校内で、学童クラブとひろば事
業の運営を一体的に行う「ねりっこク
ラブ」を全65校中52校で実施し、小
学生の居場所を整備しました。

練
馬
区
モ
デ
ル
Ⅰ

子育ては誰が担うべきか、
様々な考え方や価値観が存
在しますが、最も尊重され
るべきことは、それぞれの
家族の思いです。家庭で子
育てがしたい、子どもを預
けて働きたいなど、多様化
する子育てサービスのニー
ズに応える施策を展開して
います。

24園で実施定員1,869人
（令和５年４月１日時点）

4,970 

3
8

13
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27
37

45
52

-5

5
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25

35

45

55

65

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
定員枠 実施校数

ねりっこクラブの拡大
学童クラブ定員枠と

ねりっこクラブ実施校数推移
7,012

12,418 

20,999 

487

176 166
48 79

14 11 0 0 0
0
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H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

保育定員数と待機児童数の推移

定員 待機児童

11



「練馬区モデル」は

他区にも拡大中

渋谷区

台東区

中央区

東京都練馬児童相談所の設置 子ども家庭支援センターの体制強化

支援を必要とする子どもたちのそばに

支援が必要な子どもたちへの取組の充実

区では、子どもを虐待から守るために、区による地域に根差したきめ細かい寄り添い支援と、
都の広域的・専門的支援の更なる連携強化に取り組んでいます。また、誰もが等しく公平に必要
な教育が受けられるよう、一人ひとりに応じたきめ細かな支援を進めます。

都内で初めて都区共同の「練馬区虐待対応
拠点」を設置しました。虐待対応拠点は他区
にも拡がっています。

令和６年度の東京都練馬児童相談所の開設
に向けて、区子ども家庭支援センターの専門
職員（福祉職等）を増員し、相談体制を更に
強化します。

●不登校児童生徒
不登校経験者やその保護者等を対象に、令和３年

度から４年度にかけて、不登校に関する実態調査を
実施しました。令和５年８月には、調査結果等を踏
まえて「練馬区教育委員会不登校対策方針」を改定
し、児童生徒一人ひとりの将来的な社会的自立に向
けた取組を進めています。

●ヤングケアラー
実態調査の結果、ヤングケアラーが一定

数存在することが明らかになりました。学
校等で早期に発見し、関係機関が連携して
支援できる体制を整備しました。

●医療的ケア児

「医療的ケア児支援法」の成立に先駆け
て、平成27年度に区立の小学校および学童
クラブで医療的ケア児の受入れを開始し、
その後、区立保育園および幼稚園での実施
や受入れ人数を拡大してきました。

29
35

40
45

50 53
58

11
11

13
16

15 15
17

40
46

53
61

65 68

75

H29 H30 R１ R２ R３ R４ R５

子ども家庭支援センターの職員数推移

専門職員（心理職を含む） 事務職員等
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高齢者地域包括ケアシステムの確立

高
齢
者
が
住
み
な
れ
た
地
域
で
暮
ら
せ
る
ま
ち

練
馬
区
モ
デ
ル
Ⅱ

令和７年に、団塊世代の全
ての方が75 歳以上の後期高
齢者となります。
区では、介護が必要になっ

ても、誰もが住み慣れた地域
で安心して暮らせるよう、医
療・介護・予防・住まい・生
活支援が一体的・継続的に提
供される、地域包括ケアシス
テムの確立を着実に進めてい
ます。

街かどケアカフェを区内各地へ 地域包括支援センターの体制強化

地域包括支援センターを

27か所体制に強化

地域包括支援センターと区民ボラン
ティアによる訪問支援、町会・自治会、
民生委員、事業者など地域と連携した見
守り活動等を通して高齢者の見守りに取
り組んできました。
これらの取組の中核機関である地域包
括支援センターをより身近で利用しやす
い窓口にするため、令和５年４月に２か
所増設し、27か所体制に強化しました。

高齢者をはじめとする地域の方が気軽
に立ち寄り、介護予防について学んだり、
健康について相談したりできる「街かど
ケアカフェ」を地域の拠点として拡充し
ています。
令和５年４月に、６か所目の常設型と

して、「街かどケアカフェかしわ」を開
設しました。

5

28

1

9

17

23
25

30

33

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

街かどケアカフェの実施箇所数推移

常設型 地域サロン型
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高齢者みんな健康プロジェクトの展開

病院の
受診結果 健診結果 介護保険

利用結果

K国保 Dデータ Bベース

ハイリスク
機能低下の
おそれ

元気高齢者

抽出
個別

アプローチ

健診勧奨
教室･講座実施 地域包括支援

センター

高齢者保健
指導専門員

連携

▲「高齢者みんな健康プロジェクト」専門員による個別訪問

高齢者の健康を支援するため、令和３年度
から「高齢者みんな健康プロジェクト」を開
始しています。区が保有する医療・健診・介
護等のデータを活用し、リスクの高い後期高
齢者を抽出のうえ、栄養士などの専門員が個
別訪問し、糖尿病重症化予防等に取り組んで
います。

高齢者の生活を支えるサービス提供体制の充実

都内トップの施設数を実現

ひとり暮らし高齢者や、高齢者のみ世帯が増加しています。ひとり暮らし高齢者等へ
の個別訪問に取り組むとともに、施設の整備目標を定め整備を進めるなど、高齢者の生
活を支えるサービスの提供体制の充実に取り組んでいます。

▲特別養護老人ホーム おおいずみの里

▲看護小規模多機能型居宅介護
エクセレント練馬

特別養護老人ホーム、都市型軽費老人ホームおよび看護小規模多機能型居宅介護施設の
整備に取り組んでいます。これらの施設数は、全て都内最多となっています。

いずれも
都内トップ！

27

37

8

16

0

8

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

介護保険施設等の推移

都市型軽費老人ホーム

特別養護老人ホーム

看護小規模多機能型
居宅介護
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安
心
を
支
え
る
福
祉
と
医
療
の
ま
ち

練
馬
区
モ
デ
ル
Ⅲ

ひとり親家庭や生活困窮世帯等の自立を応援

ひとり親家庭自立応援プロジェクトの展開 ＼ 23区トップの26事業を展開／

障害者が地域で暮らし続けられる基盤を整備
練馬区は、住み慣れた地域で、障害の特性に応じた就労支援や暮らしの支援を受けられ

る、誰もがいきがいを持ち、自分らしい生き方ができるまちの実現を目指しています。そ
のため、一人ひとりのライフステージに応じた支援や障害者の意思疎通の支援を充実させ
ています。

重度障害者グループホームの整備拡大

0室

計10室

計17室

計34室

計46室

1か所
2か所

3か所

4か所

H26.4 H28.4 H31.1 R3.2 R3.10

重度障害者グループホームの
整備の推移

意思疎通に関する条例を制定・支援を充実

情報機器の例
トーキングエイド
言葉が出にくい方の会話を
絵文字やイラストで補助する

▲

令和４年６月、「練馬区障害者の意
思疎通の促進と手話言語の普及に関す
る条例」を制定しました。23区初の障
害者ＩＣＴ相談窓口の開設等、支援の
充実を図っています。

コロナ禍や物価上昇の影響
で、生活困窮に関する相談や
生活保護受給世帯が増加して
います。なかでも相対的に貧
困率の高いひとり親家庭は大
きく影響を受けています。区
は、生活にお困りの方の自立
に向け、一人ひとりに寄り
添った、きめ細やかな支援に
取り組んでいます。

ひとり親家庭を対象に、生
活・就労・子育ての３つの支援
を組み合わせて提供するひとり
親家庭自立応援プロジェクトを
平成29年度から開始し、23区
で最多の事業を実施しています。
令和４年に実施したニーズ調査
結果を踏まえ、自立に向けた支
援策を更に充実しています。

ひとり親家庭自立応援プロジェクト

各種支援

総合相談（平日夜間・土曜対応） 出張相談
法律相談（土曜対応） 家計相談※オンライン相談可

総合相談窓口

生活を応援
ＡＤＲ費用助成
公正証書等の作成
費用助成
養育費パンフレット
セミナー

資格取得支援（給付金増額）
セミナー
ハローワーク連携支援
ホームヘルプ
子どもの預かり支援

就労を応援
訪問型学習支援
親子交流・ひとり
親家庭間交流支援

子育てを応援
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新病院建設などで病床を確保

新病院建設などで医療環境を充実

順天堂練馬病院が令和５年３月に三次救急の医療機関に指定されました。脳卒中や急性
心筋梗塞等の生命の危機が切迫している患者に、一刻も早く医療を提供できるようになり
ました。

順天堂練馬病院の三次救急指定

練馬光が丘病院の移転・改築

光が丘第四中学校跡地に令和４年
10月に開院しました。光が丘地域で
初となる回復期リハビリテーション
病棟を含む457床を整備しています。

慈誠会・練馬高野台病院を開院

旧高野台運動場用地を活用し、令
和４年８月に開院しました。石神井
地域で初となる回復期・慢性期機能
を有する218床を整備しています。

区の人口10万人当たりの一
般・療養病床数は、23区で最
も少ない状況です。今後の高
齢化の進展に伴う医療需要を
見据え、必要な機能を備えた
病床の確保を進めるなど、医
療環境の充実に取り組んでい
ます。

1,278 1,305 1,370

555 687
578

602
712

H26.4 R5.4 R7.4予定
高度急性期/急性期 回復期 慢性期

1,856

2,462
2,769

一般・療養病床数の推移

平成26年度には約1,800床
だった病床が、練馬光が丘
病院の跡施設を活用し、医
療・介護の複合施設として
開設する令和７年度には約
2,800床となり、約1,000床の
増床となります。

16



練馬のみどりを未来へつなぐ

みどりを育むムーブメントを展開

みどりのネットワークの形成

区立公園等の面積

99ha ▶ 108ha

みどりは、練馬区の大きな魅
力であり、快適な都市生活を支
えている大切な都市基盤です。
練馬のみどりを守り、未来へつ
なぐため、特色ある公園の整備
などを行うことで、みどりの
ネットワークの形成を進めると
ともに、区民と協働し、みどり
を育むムーブメントの輪を広げ
ています。

▼憩いの森の区民管理

▼区民による落ち葉清掃

▲区民協働花壇

安
全
・
快
適
、
み
ど
り
あ
ふ
れ
る
ま
ち

練
馬
区
モ
デ
ル
Ⅳ

公共のみどり増加！

（ha）

（箇所）

650
659

668
675 677 684 685 687 69099

100
101

104 104
107 107 107 108

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

公園箇所数 面積

四季の香ローズガーデン
の拡充、大泉学園町希望が
丘公園の全面開園など、み
どりの拠点となる公園づく
りなどを進めた結果、公共
のみどりは大幅に増加しま
した。
公園の整備や幹線道路の

整備等にあわせたみどりの
ネットワークの形成を進め
ています。

練馬の特色であるみどりを地域の財
産として育むため、区民がみどりに関
わりやすい仕組みづくりを進めていま
す。
公園や花壇、憩いの森での区民管理

の拡充をはじめ、民有樹林地では区民
ボランティアによる落ち葉清掃を開始
するなど、みどりを育む区民活動が広
がり始めています。
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大江戸線延伸に向け着実に前進

第四次事業化計画における優先整備路線
の事業着手に積極的に取り組み、みどり豊
かで快適な空間を創出する都市計画道路の
着実な整備を進めています。

交通インフラの整備を着実に推進

都市計画道路の着実な整備

大江戸線の延伸に向けて、区民や
各種団体と一体となった促進活動の
展開、沿線のまちづくりを推進する
とともに、東京都との実務的な協議
を進めてきました。
その結果、東京都が副知事をトッ

プとする庁内検討組織を立ち上げる
など、大江戸線延伸着工に向け、着
実に前進しています。

西武新宿線の連続立体交差化、いよいよ始動

練馬区は、都市化が急激に進んだため、道路・鉄道などのインフラ整備が著しく遅れてい
ます。快適で暮らしやすいまちの実現に向け、災害に強く、安全・安心な暮らしを支える交
通インフラの整備を着実に進めています。

西武新宿線の連続立体交差化計画は、都市
計画決定により、大きく前進しました。東京
都、鉄道事業者、沿線区市とともに、事業認
可取得に向けて準備を進めています。

攻めの防災まちづくりを展開
地域ごとに異なる災害リスクに応じた

まちづくりとして、｢攻めの防災｣を展開
してきました。
老朽木造住宅が密集し、地震発生時の

建物倒壊や延焼の危険性が高い地域では、
道路拡幅や危険なブロック塀等の撤去等
を進めています。
特定緊急輸送道路の沿道等で、旧耐震

建築物の耐震化を着実に進めています。

22.8%

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

特定緊急輸送道路における
旧耐震建築物の耐震化率 79.2％
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生きた農と共存するまち

世界都市農業サミットを開催

都市農地の保全を推進

2022年問題解決！
対象の95％超の農地が今後も営農

農地制度や税制度の改善を国に要
望してきました。特定生産緑地制度
の創設は、こうした活動が実った一
つです。対象の95％を超える農地を
特定生産緑地に指定しています。

い
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練馬区は東京という大都
市の都心近くに立地しなが
ら、生活と融合した生きた
農業が営まれている稀な都
市です。
区では、農業者とともに、

練馬でしか体験できない都
市農業の魅力発信や、農地
の保全などに取り組んでい
ます。

令和元年度に都市農業の魅力と
可能性を世界に発信するため、
「世界都市農業サミット」を開催
しました。海外５都市から招いた
農業者や研究者と都市農業の意義
を共有し、サミット宣言を発表し
ました。

区民が農に親しむ取組を充実

農業を体験できる施設
15か所増加

H26 R1 R4
果樹あるファーム 区民農園 農業体験農園 その他

72
83 87

令和５年３月に種まきから収穫まで農業
体験ができる「高松みらいのはたけ」を開
設しました。その他、様々な果実を味わえ
る「果樹あるファーム」など区民が農に親
しめる施設・機会を拡充しています。
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優れた文化芸術に触れられるまち

ユニバーサルスポーツフェスティバルを展開

みどりの中で誰もがスポーツを楽しめるまち

優れた文化芸術に触れられる機会の創出

美術館のリニューアルに着手

障害の有無にかかわらず身近な場所で
スポーツを楽しめるよう、ユニバーサル
スポーツフェスティバルを各地域で開催
し、ボッチャ体験会やパラスポーツ教室
などを実施しています。

練馬区は、みどり豊かな住宅都市だからこそ、豊かな文化芸術が花開く可能性があります。
都心に行かずとも、みどりの中で優れた文化芸術を楽しめるまちの実現を目指し、独創的で
発信力のある新たな企画や、文化芸術と一体となったまちづくりを進めています。

人間国宝である狂言師の野村万作さんによ
る「みどりの風 練馬薪能」や、世界的な
ヴァイオリニストの大谷康子さんによる「真
夏の音楽会」など、優れた文化芸術イベント
を毎年実施してきました。参加した区民の皆
さんからは、毎回好評をいただいています。

美術館は「まちと一体となった美術館」、
「本物のアートに出会える美術館」、「併設
の図書館と融合する美術館」の３つのリ
ニューアルコンセプトの実現を目指し、全面
改築します。令和５年１月に設計に着手して
います。

スポーツ施設を積極的に整備し、障害の有無にかかわらず身近な場所でスポーツを楽し
めるよう体験会や教室の実施に取り組んでいます。

練馬の魅力を効果的に発信

‘Wizarding World’ and all related names, characters and 
indicia are trademarks of and ⒸWarner Bros. Entertainment 
Inc. – Wizarding World publishing rights Ⓒ J.K. Rowling.

令和５年６月、としまえん跡地に、映画「ハ
リー・ポッター」の制作の舞台裏を体験できる
スタジオツアー東京がオープンしました。区の
新たな映像文化の拠点となる施設には、多くの
来場者が想定されており、この施設を拠点に区
の魅力発信に取り組んでいます。
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地域おこしプロジェクトの展開

これまでに

計10プロジェクトを支援

｢参加と協働｣から｢参加から協働｣へ

町会・自治会の基盤強化

区内全域で
加入促進活動を展開

練馬の新しい魅力の創造や地域の
課題解決に向けて、区民の自由な発
想から生まれたアイデアの具体化を
支援する「地域おこしプロジェク
ト」を実施しています。

転入者に町会・自治会への加入案
内リーフレットを配付するほか、集
合住宅における加入促進ハンドブッ
クを作成し、町会・自治会の加入促
進を強化してきました。

地域社会のあり様や住民
意識の変化とともに地域課
題は多様化・複雑化してお
り、様々なニーズが生まれ
ています。新たなニーズに
対応し、きめ細やかなサー
ビスを展開するためには、
地域で活動する方々の力が
欠かせません。区は、区民
とともに協働の取組を進め
ています。

区
民
と
と
も
に
区
政
を
進
め
る

練
馬
区
モ
デ
ル
Ⅵ
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ＤＸで区民サービスを向上窓口から区役所を変える

▼リニューアルした練馬区民事務所

区政改革を徹底

施設の統合・再編、複合化を推進区財政の基盤を強化

▲北町はるのひ児童館

財政調整基金400億 円達成

341
382

418 431 457 440 453

161 179 199 229
269 267 280

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

施設整備基金280億円達成

財政調整基金

施設整備基金

令和２年９月に練馬区民事務所の
レイアウトを改善するとともにゲー
トサインを設置し、来所者に分かり
やすくリニューアルしました。

公共施設等総合管理計画に基づき、
施設配置の最適化を進めています。
令和３年３月には、保健相談所や街
かどケアカフェ、児童館などが一体
となった複合施設「北町はるのひ児
童館」を開設しました。

区政改革計画に基づき、基金の積立
目標額を定め、残高の確保に努めてき
ました。財政調整基金、施設整備基金
の目標額を達成するなど、財政基盤は
強化されています。

窓口サービス向上の取組に加えて、公共施設のマネジメント、人材育成、職員定数の管理、
外郭団体の見直し、DXの推進、持続可能な財政運営など、あらゆる面で区政改革の取組を着
実に進めています。

115
213

363

887

R1 R2 R3 R4

オンライン申請の手続数

115手続 ▶ 887手続

オンライン化の妨げとなる押印の見直し
に取り組み、92％の手続きで押印を不要に
するとともに、時間や場所を選ばずに必要
な手続き等ができるよう、オンライン申請
を推進しました。
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第 ３ 章 
区を取り巻く状況 

 

この章では、世界経済や日本社会の情勢など、区を取り巻く状況を分析したう

えで、今後解決すべき課題を提起します。 
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１ 世界の状況 
⑴  世界構造の転換 
・第二次世界大戦以降、世界経済は欧州や日米が中心となり牽引してきましたが、
1980 年代以降に急成長を遂げた中国の台頭により、世界経済の主軸は大きくシ
フトしました。 
・人口動態にも大きな変化が表れており、先進国では既に少子高齢化が大きな社
会問題となっています。日本を追い抜き急速に経済発展した中国においても、
2022 年、61 年ぶりに人口減に転じました。 
・人口減少に伴い、これまでのような大きな経済成長が見込めないなか、今後は、
今なお大幅な人口増加が続く南アジアやアフリカ諸国が主軸となる可能性が指
摘されています。 
・世界の分断が進むなか、米国や英国、中国など、自国の利益を追求する「自国
第一主義」が広がり始めています。 
・一方、グローバル化した世界経済のもとでは、国際的な協調なしには発展は望
めず、新型コロナを始めとするパンデミック対策や気候変動対策など、世界が足
並みを揃えなければ対応できない課題にも直面しています。 
・世界は今、大きな転換期を迎えています。 

⑵  世界政治の動向 
・2022 年２月、ロシアがウクライナへの侵攻を開始し、世界は大きな混乱に陥り
ました。今なお終結は全く見通せず、被害が拡大し続けています。 
・侵攻を契機に、スウェーデン、フィンランドがこれまでの中立政策を転換し
NATO 加盟に踏み切るなど、第二次世界大戦以後続いてきた欧州における安全
保障の枠組みは大きな転期を迎えています。 
・米中の覇権争いやウクライナ侵攻などを背景に、多くの国が軍拡の方向へ進ん
でいます。パレスチナ地区での紛争の更なる激化や拡大が懸念されるほか、アジ
ア地域でも、台湾有事が懸念されるなど、かつてない緊張の高まりを見せていま
す。 
・エネルギーや経済を特定の国に依存するリスクが顕在化し、輸出入の制限を通
じ他国に圧力をかける経済的威圧が広がるなど、経済の安全保障への関心が飛
躍的に高まっています。各国は重要な産業部品の内製化や貿易ルートの分散化
を図るなど、サプライチェーンの強靭化に取り組んでいます。 

25



⑶  世界経済の動向 
・ロシアのウクライナ侵攻を背景に、原油や天然ガス、穀物などの流通が滞り、
世界各国で資源・エネルギー価格が高騰しています。途上国等への食糧の安定供
給にも大きな影響が生じています。 
・米国では物価が 40 年ぶりの高い水準にまで上昇しました。物価の抑制に向け
大幅な利上げを繰り返すものの、依然としてインフレ状態は続いています。 
・政策金利の引き上げが国債金利の引き上げや投資環境の悪化を招き、銀行３行
が相次いで破綻に追い込まれました。大規模な銀行破綻による金融不安が世界
へ波及することが懸念されています。 
・そうしたなかでも、米国の経済は堅調に回復しており、ダウ平均株価は 2023 年
７月には 1 年 3 か月ぶりに 3 万 5,000 ドルにまで回復し、一時 14.7％まで悪化
していた失業率は３％台まで改善しています。 
・一方、世界経済を牽引してきた中国経済は鈍化しつつあり、かつて日本で起き
た不動産バブルの崩壊も不安視されています。 
・OECD による 2023 年の世界経済の成長率見通しは、2022 年の 3.5％を下回る
3.0％と見込まれています。2024 年は 2.7%と更に鈍化する予測が立てられてお
り、世界経済の先行きは不安定な状況です。 
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２ 日本の状況 
⑴  日本経済の低迷と国際的地位の低下 
・我が国は現在、歴史上経験したことのない、国難ともいえる少子化問題に直
面しています。 
・人口減少に伴う市場規模の縮小、労働力の不足に加え、技術革新の遅れなど
もあり、経済は永く低迷しています。そうしたなか、新型コロナとロシアによ
るウクライナ侵攻の直撃を受け、状況は更に悪化しています。 
・打開に向けて政府は模索を続けていますが、国債に永く依存する財政運営を
続けた結果、国の債務残高は既に GDP の 2倍を超え、政策選択の幅は狭めら
れ、有効な手立てが見いだせない状況です。 
・GDP は 2010 年に中国に抜かれて以降、世界３位を維持していましたが、2023
年には、人口が３分の２程度のドイツに抜かれて世界４位に転落する見通しで
あり、１人当たりの労働生産性の低さも課題となっています。 
・米国企業 GAFAM を核とした IT 戦略、中国の「一帯一路」など、各国は生き
残りをかけて各分野で長期的展望を持った国際戦略を進めています。 
・日本は発展に向けた具体的戦略も不透明であり、経済力の低下とともに国際的
な地位が低下し続けています。 
 

⑵  少子化・人口減少問題 
・2022 年の合計特殊出生率は 1.26。出生者数は７年連続減少となる約 77 
万人となり、1899 年の統計開始以降、最小となりました。 
・人口減少が進む自治体では、税収減による行政サービスの廃止や有料化、 
小売や飲食、娯楽などの生活関連サービスの縮小、鉄道や路線バスなど公共交
通の撤退や縮小など様々な課題に直面しています。 
・こうした状況にかかわらず、国の問題意識は薄く、少子化の根本的な分析が
されないまま、楽観的な観測のもと検討が進められています。 
・政府は 2023 年 4 月に「こども家庭庁」を創設し、6 月、新たな少子化対策
「こども未来戦略方針」をとりまとめましたが、安定財源の確保、政策効果の
検証など、整理すべき課題が多く残されています。 
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⑶  新型コロナウイルス感染症 
・2023 年５月に感染症法上の分類が５類に移行したことに伴い、社会経済活動
が本格的に再開しました。2023 年 4 月から 6 月の GDP 増加率は新型コロナ
前をも上回り、過去最高となりました。 
・入国規制も撤廃され、円安の影響もあり、訪日外国人旅行者数はコロナ禍前の
水準を取り戻しつつあります。 
・新型コロナを契機に、社会全体のデジタル化が急速に進展しました。ビジネ
スや教育分野など、従来デジタル化が進んでいなかった分野にも広がり、生活
様式は大きく変化しました。 
 

⑷  経済が低迷するなかでのインフレの進行 
・日本は石油や石炭、天然ガスなどの資源の多くを海外に依存しています。資
源価格の高騰、円安の進行なども相まって物価は上昇し、経済低迷が続く中で
インフレが進行しています。 
・世界主要国では、これまでの大規模な金融緩和を転換して金利を引き上げ、イ
ンフレを抑える試みを続けていますが、日本では積極的な金融政策が打てず、
世界との金利差がさらに拡大しています。 
・2022 年１月には１ドル 110 円台だった円相場は、急落した後、上下を繰り返
し現在は 150 円台間近で推移しています。円相場は不安定な状況で、国際社会
での円の価値は凋落傾向にあります。 
・諸外国に比べて、日本の賃金水準は上がっておらず、気付けば日本の賃金は
OECD 平均を下回り、GDP では日本より下位である韓国やスペインなどを下
回っています。 
・円安と相まって、このままでは外国人労働者から選ばれない国になる恐れもあ
ります。 
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３ 区を取りまく情勢 
⑴  日本における首都東京の立ち位置 
・首都東京は、日本の政治・経済・文化の発展を牽引する重要な役割を果たして
きました。その中心となってきたのが特別区です。 
・新型コロナの影響により、都の 2021 年の人口は転出超過となりましたが、2022
年は一転して転入超過となりました。 
・首都圏全体では人口は一貫して増え続けており、コロナ禍を経ても、東京の持
つ力や担う役割は全く変わっていません。 
・国はこうした東京の努力や役割を全く評価せず、今なお東京の活力を削ぐ財源
の収奪を続けています。法人税の国税化やふるさと納税等により、令和５年度は
約１兆 4,000 億円の税収が失われる見込みです。 
・東京が衰退すれば日本全体の衰退に更に拍車をかけることになります。日本の
発展を続けるためにも、都と特別区は力を合わせて国と対峙していくことが求め
られています。 
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⑵ 区における課題 
① 区を取り巻く状況 
・こうした世界、日本における社会・経済情勢の変動は区民生活にも大きな影響を
与えています。 
・コロナ禍を受け、区の人口は、令和３年度はマイナスとなったものの、４年度は
一転してプラスに転じました。しかし、日本全体の人口減少が進むなか、区の人
口もいずれ減少局面に入ることは避けられません。 
・歳出面では、保育関係費を中心に社会保障関係費がこの 10 年で約 500 億円から
約 1,000 億円に倍増し、義務的経費が予算の５割以上を占めています。老朽施設
の維持更新、都市インフラの整備など区特有の財政需要に加え、社会状況の変化
に応じた新たな課題にも対応していく必要があります。 
・税収は回復しているものの、歳出の伸びに追いついておらず、一般財源の不足を
基金、起債で穴埋めする構造は変わっていません。この状況が続けばいずれ基金
は底を打ち、起債残高が大幅に増加する懸念があります。 
・今後、少子高齢化や人口減少が進み、労働力不足も懸念されています。限られた
財源、人材で効果的、効率的な行財政運営に努めていく必要があります。 

② 都区の役割分担、特別区制度の課題 
・特別区では、都民は区の領域を超えて生活しており、生活圏と行政区域が一致
していません。都の広域的・専門的行政と、住民に寄り添って生活を支える身近
な行政との境界が曖昧で、行政権限が混乱しています。 
・例えば、医療政策は都が担い、公衆衛生（感染症等）は区保健所が担うという
役割分担は、平時には機能していますが、今回のパンデミック時には、入院調整
や PCR 検査等の役割分担について、混乱が生じました。 
・都区の役割分担が必要不可欠な児童相談行政においても、根本的な議論がされ
ないまま区による児童相談所の設置が進められています。 
・また、特別区では、人事・財政制度面で権限に制約が設けられており、一般の
基礎的自治体よりも裁量の余地が狭められています。 
・東京の持つ力を最大限発揮するため、課題が顕在化した今こそ、改めて大都市
行政を根本的に見直すことが必要となっています。 
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第 ４ 章

施策の体系

この章では、第３次ビジョンの体系・計画期間、施策体系について記載してい

ます。
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１｜体系・計画期間
第３次ビジョンは、グランドデザイン構想実現への道筋を示す基本計画と、具体

的な実行計画であるアクションプランの２部構成とします。基本計画では「６つの
施策の柱」をお示しし、アクションプランでは、「23の戦略計画」、「年度別取組
計画」と「財政フレーム」を明らかにします。

計画期間は、基本計画、アクションプランの「戦略計画」が５年間（令和６～10
年度）とします。「年度別取組計画」は３年間（令和６～８年度）とし、令和８年
度に後半の計画を策定します。

グランドデザイン構想

取
組
体
制
強
化
プ
ラ
ン

（
令
和
５
年
３
月
策
定
）

第３次ビジョン

アクションプラン

年度別取組計画（計画期間３年）

基本計画（計画期間５年）

６つの施策の柱

戦略計画（計画期間５年）

財政フレーム
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２｜施策体系
第３次ビジョンでは、区民生活全般を充実させる施策を６つの施策に分け、柱ご

とに今後の取組を明らかにします。

６つの
施策の柱

区民協働
ＤＸ

子育て
教育

高齢者

防災
まちづくり
みどり

福祉
医療

産業文化
スポーツ

これまでの施策を
着実に継続・発展

社会情勢の変化への対応
（少子高齢化・人口減少・デジタルなど）

これ まで、子ど も、高齢者、福 祉、 医療、
ま ち づ く り 、 み ど り 、 農 業 、 文 化 な ど 、
区民 生活全般に わたって様々な 施策 を実現
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第 ５ 章

施策の柱

この章では、６つの施策の柱ごとに「区の基本姿勢」や「施策の方向性」とと

もに、施策をけん引する「リーディングプロジェクト」を示します。

施策の柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち
施策の柱２ 高齢者が住みなれた地域で暮らせるまち
施策の柱３ 安心を支える福祉と医療のまち
施策の柱４ 安全・快適、みどりあふれるまち
施策の柱５ いきいきと心豊かに暮らせるまち
施策の柱６ 区民とともに区政を進める

６つの施策の柱
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区の基本姿勢
日本全体で少子化が進む中、区の出生数も減少傾向が続いています。一方、共

働き家庭の増加等に伴い、保育ニーズは依然として増加し、多様化しています。
引き続き、保育所待機児童ゼロを維持しながら保育サービスの充実に取り組んで
いく必要があります。
核家族化が進み、地域のつながりの希薄化など、社会的に孤立し、子育てに不

安や負担を感じる保護者が増えています。安心して出産・子育てできる環境を整
備し、支援を充実することが求められています。
令和２年度に改定した「練馬区教育・子育て大綱」の目標である「夢や目標を

持ち困難を乗り越える力を備えた子どもたちの育成」を実現することが区の責務
です。教育環境の変化を捉えた施策を実施する必要があります。
子育ては誰が担うべきか、様々な考え方や価値観が存在しますが、最も尊重さ

れるべきことは、それぞれの家族の思いです。家庭で子育てがしたい、子どもを
預けて働きたいなど、多様化する子育てサービスのニーズに応える施策を展開す
ることで、子育てのかたちを選択できる社会を実現します。

施策の柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち

施策の方向性

・保育所での障害児の受入れ拡大など、保育サービスを更に充実する。
・すべての妊婦・子育て家庭が安心して身近な場所で気軽に相談、交流できる環
境を整備する。

・都と区の緊密な連携をさらに深め、児童相談体制を充実・強化する。
・ねりっこクラブを拡充し、待機児童解消を目指す。
・学齢期の子どもの居場所を充実する。
・児童生徒一人ひとりに応じた、きめ細かな指導や支援を行う。
・教員の負担を軽減し、やりがいを持って職務に従事できる環境を整備する。
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リーディングプロジェクト

障害児など支援が必要な
子どもたちへの取組の充実

保育園、幼稚園、学童クラブ、学校にお

いて障害児や医療的ケア児の受入れ体制を

拡充します。表面化しにくいヤングケア

ラーを早期に発見し、支援につなげる取組

を進めます。増加傾向にある不登校児童生

徒の支援体制を強化します。

都児相設置にあわせた
児童相談体制の強化

都は令和６年度に（仮称）東京都練馬

児童相談所を区の子ども家庭支援セン

ターと同じ施設内に設置します。

広域的・専門的機能を担う都と、地域

に根差したきめ細かい支援を担う区の連

携を更に深め、児童相談体制「練馬区モ

デル」を強化していきます。

▲都区合同会議の様子

子どもの一時的な
預け先の選択肢の拡大

地域子ども家庭支援センター関で乳幼児一

時預かり事業を拡充します。石神井公園駅南

口西地区の再開発ビルでの乳幼児一時預かり

事業の開始に向けた調整を行います。

仕事をしている方も在宅で子育てをしてい

る方も安心して子育てができるよう、自宅で

子どもを預かるベビーシッターの利用助成制

度を導入します。
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区の基本姿勢

施策の柱２ 高齢者が住みなれた地域で暮らせるまち

令和10年に、団塊の世代の大半が80代となります。令和22年には、団塊ジュニ
ア世代が65歳以上となり、高齢者人口は約20万人に上ります。将来を見据え、介
護が必要になっても、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医療・介
護・予防・住まい・生活支援が一体的・継続的に提供される、地域包括ケアシス
テムを深化・推進させていくことが不可欠です。
高齢者の３人に１人はひとり暮らし、認知症高齢者は約３万人いるとされ、更

に増加が見込まれます。よりきめ細やかに一人ひとりの高齢者を支える体制を拡
充する必要があります。
高齢者の約８割は要介護認定を受けていない、いわゆる「元気高齢者」です。

地域の担い手として活躍できるよう、様々な場を提供し、健康づくりを支援する
ことが必要です。
高齢者一人ひとりが希望するサービスを選択できるよう、施設サービスと在宅

サービスをバランスよく整備してきました。引き続き、医療と介護サービスの基
盤整備に取り組み、住み慣れた地域での暮らしを支えます。

施策の方向性

・高齢者を地域でよりきめ細かく支えられるよう、地域包括支援センターや「高
齢者みんな健康プロジェクト」の体制を強化する。

・認知症高齢者が安心して暮らせるよう、地域における支援体制を充実する。
・介護保険施設等の整備は、既存資源の転換等により行うとともに、在宅サービ
ス基盤を充実する。

・シルバー人材センターと連携し、元気高齢者の活躍の場を拡大する。
・デジタルを活用した新たなフレイル予防とデジタル格差対策を推進する。
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リーディングプロジェクト

高齢者の生活を支える
コーディネート力の強化

高齢者をよりきめ細やかに支えるため、

令和６年度から、日常生活圏域を４地区か

ら地域包括支援センターに合わせて27地区

とします。支援が必要な高齢者を地域で活

動している団体等へつなぐ生活支援コー

ディネーターを各地区へ１名ずつ配置し、

体制を強化します。

高齢者みんな健康
プロジェクトの拡充

糖尿病やフレイルなど、健康上の課題をかか

える高齢者を総合的に支援する「高齢者みんな

健康プロジェクト」を拡充します。

保健師等の専門職を増員し、ハイリスク高齢

者への個別支援を強化します。また、練馬区薬

剤師会との連携により、「多剤服薬」等の方を

対象に、服薬指導・健康相談を個別訪問や薬局

窓口等で実施します。

区内初となる介護医療院の整備
練馬光が丘病院跡施設を活用し、医療・

介護の複合施設の整備を進め、令和７年度

の開設を目指します。

医療ニーズが高く、特別養護老人ホーム

での受け入れが困難な方に対して、医療、

介護、看取り、ターミナルケアなどを行う

区内初の介護医療院を開院します。
▲旧練馬光が丘病院（外観）

【４地区】
（福祉事務所単位）

【27地区】
（地域包括支援センター単位）
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区の基本姿勢

施策の柱３ 安心を支える福祉と医療のまち

障害者の高齢化・重度化、家族の高齢化が進んでいます。法定雇用率の上昇、
就労する家族の増加等、取り巻く環境も変化しています。障害者が住み慣れた地
域の中で、自立して暮らし続けることができるよう、ライフステージに応じた
サービスを充実する必要があります。
増加傾向にある生活保護受給世帯や相対的貧困率の高いひとり親家庭など、一

人ひとりに寄り添ったきめ細やかな自立支援の強化が求められています。
様々な生きづらさを抱える方が、孤独・孤立に至らないよう、地域で課題解決

に取り組む必要があります。
順天堂練馬病院の三次救急医療機関指定などにより、区の医療提供体制は大き

く進展しました。更なる病床整備や在宅医療の充実とともに、大規模災害等に備
えた医療機能の整備を進める必要があります。
区民のさらなる健康増進を図るため、受診環境の整備など受診率を向上させる

取組を進めることが重要です。
誰もが安心して暮らせ、未来に希望を持って生活できるまちの実現を目指し、

福祉・医療サービスを一層充実させます。

施策の方向性
・重度障害者の地域生活を支えるため、住まいや通いの場、家族支援等を充実する。
・障害者の就労定着支援・再就職支援を強化する。
・ひとり親家庭や生活困窮世帯等の自立を応援する。
・ひきこもりや8050問題など、複合的な課題を抱える世帯等への支援を進める。
・災害時や、感染症拡大時に備えた医療提供体制を構築する。
・医師会等、各関係機関と連携し、在宅医療の充実・周知啓発を図る。
・区民一人ひとりの身体とこころの健康づくりを支援する。
・がん対策・がん患者等の支援の充実を図る。
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リーディングプロジェクト

順天堂練馬病院における
新病棟整備の支援

順天堂練馬病院の新病棟整備を支援し、

災害時の応急処置等の対応スペースや備

蓄物資等の保管場所、感染拡大時におけ

る感染症患者の隔離スペース等を確保す

るとともに、増床に向けた調整を進め、

医療提供体制の強化を図ります。

ひとり親自立応援プロジェクトの深化
令和４年度に実施したひとり親家庭ニー

ズ調査の結果を踏まえ、自立に向けた支援

策を更に充実します。ひとり親家庭が、希

望する地域で仕事と育児を両立できるよう、

住まい確保支援やホームヘルプサービスの

充実などに取り組みます。

▲順天堂練馬病院

医療的ケアが必要な方を
支援する多機能型施設の誘致
令和５年度に取得した三原台二丁目

用地に、通いの場や家族支援などの機

能を備えた多機能型施設を誘致するな

ど、医療的ケアが必要な方への支援を

充実します。
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区の基本姿勢
練馬区は都市化が急激に進んだため、道路・鉄道などのインフラ整備が著しく

遅れています。都市計画道路の整備等は、完了まで年月を要する事業であり、計
画的に進める必要があります。残されている鉄道空白地域を改善し、区が更に発
展するために大江戸線の延伸は欠かせない事業です。実現に向け、早期の工事着
手を促進する必要があります。
首都直下地震の発生が懸念されるとともに、局地的な集中豪雨など災害が激甚

化しています。地震・火災や風水害による被害を最小限に抑えるため、地域ごと
のリスクに応じた防災力を強化させる取組が求められています。
練馬区の魅力は、都心の近くに立地しながら、豊かなみどりに恵まれていると

ころです。引き続き、みどりのネットワークの拠点となる公園整備やみどり豊か
な軸となる道路の整備、重要な樹林地の確保等を進めるとともに、民有地のみど
りを地域全体で支える仕組みを強化する必要があります。
温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「脱炭素社会」の実現には、区民・事業

者との協働を更に推進し、2030年度までに区内のCO２排出量を2013年度比46％
削減を達成することが必要です。
安全で快適な、みどりあふれるまちの実現を目指し、区民と手を携えながら積

極的に取り組んでいきます。

施策の柱４ 安全・快適、みどりあふれるまち

施策の方向性
・都市計画道路の整備、西武新宿線の連続立体交差化を着実に進める。
・大江戸線延伸の早期実現に向けて取組を進める。
・新たな地域公共交通計画を策定し、計画の実現に向けた取り組みを始める。
・建築物の耐震化・不燃化や狭あい道路の拡幅等とともに、避難行動要支援者の対
策、出火防止への取組、初期消火力の強化等、災害に強いまちづくりを進める。

・流域対策を進めるとともに、河川や下水道の早期整備を東京都に要請する。
・公園や都市計画道路の整備により、みどりのネットワークを形成する。
・区民とともにみどりを守り育むムーブメントの輪を広げる。
・区民・事業者と協働して家庭部門におけるCO２削減の取組を加速する。
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リーディングプロジェクト
大江戸線の延伸の実現へ
都では、副知事をトップとする庁内検

討プロジェクトチームによりスピード感

を持って検討が進められています。区は、

旅客需要の増加につながる沿線まちづく

りの推進や基金の効果的な活用方法の検

討を進め、早期事業着手に向け、都とと

もに取り組みます。

稲荷山公園・大泉井頭公園の整備
みどりのネットワークの拠点となる公

園づくりを進めるため、稲荷山公園は事

業区域を分けて段階的な整備の検討を進

め、第一期事業認可の取得を目指します。

大泉井頭公園では基本計画策定に向けた

検討を進めます。 ▲清水山の森のカタクリ群生地

地震・火災に対する
防災まちづくりの推進

密集住宅市街地整備促進事業実施地区や防災

まちづくり推進地区において、地域住民への丁

寧な周知啓発に取り組むとともに、道路拡幅、

建築物の不燃化、危険なブロック塀等の撤去な

ど、災害に強いまちづくりを推進します。

桜台東部地区は、地区計画の策定等に向けた

取組を進めるとともに、道路整備に向けた取組

等を進めます。

▲密集事業により整備した道路
（江古田北部地区）
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区の基本姿勢

施策の柱５ いきいきと心豊かに暮らせるまち

施策の方向性
・みどり豊かなまちと一体となった練馬独自の新しい美術館を創造する。
・優れた文化芸術を楽しめる魅力的なイベントを展開する。
・練馬の歴史を活かした映像文化のまちづくりに取り組む。
・「これからの図書館構想」に基づき、より多くの人が気軽に、簡単に情報を得ら
れる環境を整備する

・スポーツ施設の整備を進め、多くの人がスポーツに参加できる機会を充実する。
・スタジオツアー東京の開設を契機として、練馬の魅力を効果的に発信する。
・農地の保全や区民が農に親しむ取組を充実する。
・持続可能な都市農業の実現に向けて、農業振興を強化する。
・区内事業者の積極的な企業活動を支援・商店街の賑わい創出に取り組む。

練馬区はみどり豊かな住宅都市です。誰もがいきいきと心豊かに暮らすために
は、子育て支援や福祉医療の充実とあわせ、文化芸術やスポーツ振興も一体的に
進めることが不可欠です。この２つはどちらか一方を選ぶというものではありま
せん。引き続き、子どもから高齢者まで、年齢や障害にかかわりなく、誰もが文
化芸術やスポーツを楽しめるまちの実現に取り組む必要があります。
東京という大都市の都心近くに立地しながら、生活と融合した生きた農業が営

まれています。一方で、相続に伴う農地の減少や農業者の高齢化など農業を取り
巻く環境は厳しさを増しています。貴重な練馬の都市農業を守り、次世代に継承
していくための取組が求められています。
人口74万人の住宅都市としての特性を活かし、区内経済の発展に向け、事業拡

大等に積極的に取り組む企業や商店会を後押しする必要があります。
文化芸術・スポーツ振興、都市農業振興、中小企業支援、商店街振興など、区

民が暮らしに潤いや幸せを感じる、魅力あふれるまちを目指して取組を進めます。
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リーディングプロジェクト

美術館・貫井図書館の
全面リニューアル

「まちと一体となった美術館」、「本物

のアートに出会える美術館」、「併設の図

書館と融合する美術館」という新しい発想

により、「現代の富士塚」をイメージした

新しい美術館・図書館をオープンします。

令和９年度に開館予定です。

石神井松の風文化公園の拡張整備
石神井松の風文化公園の約0.6haの拡

張部分にフットサル・テニス兼用コー

トの他、スケートボード等ができる広

場を整備します。令和８年度の開設を

目指します。

商店会や個店の意欲に応える
３つのサポート

個々の商店街活動の枠を超えて、商店

会同士や民間企業などの多様な主体と連

携した取組を支援するとともに、個性溢

れる意欲的な個店同士が取り組むイベン

ト事業等に対する補助制度を充実するな

ど、魅力ある商店街を増やしていきます。
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区の基本姿勢

地域社会のあり様や住民意識の変化とともに地域課題は多様化・複雑化してい
ます。新たなニーズに対応し、きめ細やかなサービスを展開するためには、行政
だけではなく、町会・自治会をはじめとした地域で活動する方々の力が欠かせま
せん。区と区民が適切に役割分担し、取組を進めていくことが重要です。
区は、「区民参加と協働のグランドデザイン」を策定し、区民とともに協働の

取組を進めてきました。地域の現場では、町会・自治会をはじめ、地域で活動す
るNPO、ボランティア団体などが地域の課題を我が事として考え、自発的に活動
する動きが広がっています。区民協働の区政を深化させるため、試行錯誤しなが
ら協働の取組を展開していく必要があります。
コロナ禍において、行政のデジタル化の遅れが顕在化しました。限られた財源、

職員で多様化する区民ニーズに応えるためには、デジタルやデータを活用し、
サービスや業務を抜本的に変革するDXを推進する必要があります。

施策の柱６ 区民とともに区政を進める

施策の方向性
・町会・自治会の自発的な活動を促進する。
・区民や団体と区が一体となった協働の取組を促進する。
・来庁しなくても手続きができるサービスを拡大する。
・区への支払いにおけるキャッシュレス決済を拡大する。
・業務のDXを推進する。
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リーディングプロジェクト

ねりま協働ラボの実施

区とともに地域課題に取り組む団体・ア

イデアを募集するとともに、町会・自治会

や、NPO、ボランティア団体等がコラボし

て取り組むプロジェクトを支援し、地域活

動への新たなチャレンジを後押しします。

手続き・相談の
オンライン化の推進

窓口に行くことが難しい子育てや介護に

携わる方々、働く世代などが、場所や時間

を選ばず、パソコンやスマホから手続き・

相談ができるよう、オンライン化を進めま

す。来庁された場合でも、デジタルを活用

して書かない窓口を実現します。利用者か

らの問い合わせに、AIが対話形式で応答する

チャットボットの対応分野を拡大します。

町会・自治会の相談体制の強化
課題解決に向けた助言等を行うコンサ

ルタントの派遣など、各町会・自治会の

状況に合わせたきめ細やかな支援を行う

ために相談体制の強化に取り組みます。
▲町会・自治会向け講習会の様子

▲森林浴体験を通して区内のみどりの魅力を発信
（ねりまのみどりってこんなに素敵！プロジェクト）
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大江戸線の延伸、西武新宿
線の連続立体交差化とあわせ
たまちづくりが進み、誰もが
快適に過ごせるまちに

交通インフラでは…

美術館やホールなど、文化芸術
活動のための舞台が整い、区民は、
伝統芸能や絵画、音楽、映像など、
プロフェッショナルな活動と自ら
が参加する活用を楽しんでいます。

まちなかでアートを楽しむ

1 0 ～ 2 0 年 後 の
～ 子どもから高齢者まで誰もが

美術館のリニューアルを機に
年齢や障害にかかわらず誰もが
優れた文化芸術を楽しめるまちに

文化では…
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西武新宿線の連続立体交差化
が実現し、駅周辺は、公共サー
ビスや商業サービス施設が充実
し、人々の働く場や多様なイベ
ントの場として、地域の拠点と
なっています。

雑木林や屋敷林、湧水池など、貴
重な自然が保全され、区民は豊かな
環境を楽しみ、身近なみどりの中で
くつろいでいます。

稲荷山公園をはじめとし
た大規模なみどりの整備が
進み、誰もが豊かなみどり
に囲まれ暮らせるまちに

武蔵野の面影を残す

西武新宿線の連続立体交差化

みどりでは…

ま ち の 姿
心豊かに暮らせるまち ～
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第３次みどりの風吹くまちビジョン

アクションプラン戦略計画
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第３次みどりの風吹くまちビジョンにおける
施策の柱と戦略計画

施策の柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち

戦略計画 １ 子育てのかたちを選択できる社会の実現

戦略計画 ２ 子どもの成長に合わせた切れ目のないサポートの充実

戦略計画 ３ 学齢期の子どもや若者の居場所の充実

戦略計画 ４ 夢や目標を持ち困難を乗り越える力を備えた子どもたちの育成

施策の柱２ 高齢者が住みなれた地域で暮らせるまち

戦略計画 ５ 高齢者地域包括ケアシステムの深化・推進

戦略計画 ６ 元気高齢者の活躍と健康づくり・フレイル予防の推進

施策の柱３ 安心を支える福祉と医療のまち

戦略計画 ７ 障害者が地域で暮らし続けられる基盤の整備

戦略計画 ８ ひとり親家庭や生活困窮世帯等の自立を応援

戦略計画 ９ 誰もが安心して生活できる地域福祉の推進

戦略計画 10 安心して医療が受けられる体制の整備

戦略計画 11 身体とこころの健康づくりを応援
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施策の柱４ 安全・快適、みどりあふれるまち

戦略計画 12 地域の災害リスクに応じた「攻めの防災」

戦略計画 13 みどり豊かで快適な空間を創出する交通インフラの整備

戦略計画 14 人々の移動を支える交通体系の構築

戦略計画 15 快適な住宅都市を実現するまちづくりの推進

戦略計画 16 練馬のみどりを未来へつなぐ

戦略計画 17 脱炭素社会の実現に向けた環境施策の展開

施策の柱５ いきいきと心豊かに暮らせるまち

戦略計画 18 意欲ある事業者の支援と商店街の魅力づくり

戦略計画 19 生きた農と共存するまち練馬

戦略計画 20 みどりの中で優れた文化芸術を楽しめるまち

戦略計画 21 みどりの中で誰もがスポーツを楽しめるまち

施策の柱６ 区民とともに区政を進める

戦略計画 22 地域コミュニティの活性化と区民協働の推進

戦略計画 23 DXで区民と区政を直につなぐ※

※官民データ活用推進基本法第９条第３項において策定が求められている、「市町村官民データ

活用推進計画」の性格を併せ持つものです。
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家庭で子育てがしたい。子どもを預けて働きたい。様々なニーズを持つ保護者

の希望に応じた社会的サービスを提供することで、子育てのかたちを選択でき
る社会を実現 
 
 
子育てしながら働く女性が増加し、共働き家庭が増えています。増加を続ける

保育ニーズに対応するため、区独自の幼保一元化施設である「練馬こども園」の
創設、保育所待機児童ゼロ作戦の展開などにより、平成 26 年度からの９年間で
全国トップクラスとなる 8,500 人以上の保育定員増を実現し、令和３年４月か
ら３年連続で待機児童ゼロを達成しました。 
引き続き待機児童ゼロを継続していくとともに、保育サービスを担う人材を

安定的に確保しながら、保育水準を維持向上していくことが重要となっていま
す。また、増加する障害児の更なる受入れや医療的ケア児への対応の強化が求め
られています。 
区独自の幼保一元化施設として、年間を通して預かり保育や 3 歳未満児の保

育を実施している私立幼稚園を練馬こども園として認定してきました。保育所
の整備と合わせ、「３歳からは幼稚園に通わせたい」という保護者のニーズに引
き続き対応していく必要があります。 
子育ての孤立感などによる不安や悩みに対応できるよう、区独自の取組であ

る「練馬こどもカフェ」など、保護者同士が交流できる場の整備を着実に進めて
きました。引き続き拡大に取り組むとともに、より利用しやすい環境を整えてい
くことが必要です。また、急な残業や土日勤務が発生したときや、家庭で子育て
をしている際に急な事態が発生したときなどに、一時的に子どもを預けられる
サービスの充実が必要となっています。 
 
 
 
 
 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

子育てのかたちを選択できる社会の実現 

戦略計画１ 
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１ 保育サービスの充実【充実】 
ハローワークと共催で行う就職相談・面接会、保育サービスを担う人材への

家賃補助、国制度の対象外となっている職員への処遇改善給付などを引き続き
行い、保育人材の確保を支援します。 
国基準以上の職員配置を継続するとともに、保育士や栄養士などの専門職で

ある区職員が保育施設に巡回する回数を増やし、きめ細かく支援を行うことで
保育水準の維持向上を図ります。 
障害児の受入れ枠を拡大するとともに、医療的ケア児への新たな支援方針に

基づき、医療的ケア児の受入れ環境を充実します。 

２ 練馬こども園の充実【充実】 
保護者の就労形態やニーズの多様化に応えるため、引き続き拡大を図ります。

また、小規模保育事業など２歳児までの保育施設の園児が、練馬こども園の園
庭を日常的に利用し、園行事に参加するなど、２歳児までの保育施設と練馬こ
ども園の連携を充実します。 

３ 子育て支援サービスの拡充【充実】 
親子で遊んだり保護者同士が交流できる子育てのひろば「ぴよぴよ」で、休

日にも参加できる講習などを実施します。また、練馬こどもカフェを拡大しま
す。 
地域子ども家庭支援センター関の分室を開設します。子育てのひろばぴよぴ

よを分室に移転し、充実します。地域子ども家庭支援センター関では、乳幼児
一時預かり事業を拡充します。石神井公園駅南口西地区の再開発ビルでの乳幼
児一時預かり事業の開始に向けて調整を行います。 
仕事をしている方も在宅で子育てをしている方も安心して子育てができる

よう、自宅で子どもを預かるベビーシッターの利用料助成制度を導入します。 

  

5 年間の取組 
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子育てに関する相談体制を強化し、妊娠期から子育て期まで切れ目のないサ

ポートを充実 
 
 
核家族化の進展、共働き世帯の増加、地域のつながりの希薄化など、家庭を取

り巻く環境が多様化する中で、特に心身の負担の大きい妊娠・出産・子育て期は
不安感や孤立感を抱えやすい傾向があります。妊娠期から出産・子育て期まで切
れ目なく身近な場所で相談ができ、安心して出産・子育てができる環境のさらな
る充実と、よりきめ細やかな寄り添ったサポートが求められています。 
依然として児童虐待等の通告件数は増加し続けています。児童虐待対応は、区

の子ども家庭支援センターによる地域に根差した寄り添い支援と、東京都の児
童相談所による広域的・専門的な支援の緊密な連携が重要です。令和２年７月に
区子ども家庭支援センターに都区合同で設置した「練馬区虐待対応拠点」により、
都区の実態に即した連携が強化され、虐待発生時の速やかな合同訪問や一時保
護等につなげるなど大きな成果を上げてきました。 
都は令和６年度に（仮称）東京都練馬児童相談所を、区の子ども家庭支援セン

ターと同一施設内に設置します。子どもを虐待から守るため、都区の緊密な連携
をさらに深め、児童相談体制を強化する必要があります。 
また、児童虐待対応件数の増加など、子育てに困難を抱える家庭がこれまで以

上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する支援を行うため
の体制強化等が求められています。 
＜妊娠期から子育て期まで切れ目のないサポート＞ 
 
 
 
 
 
 
 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

子どもの成長に合わせた切れ目のないサポートの充実

戦略計画２ 
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１ 妊娠から子育てまでの切れ目のない支援【新規・充実】 
（１）不安感や孤立感の解消に向けた相談支援の実施 

子育て世帯が気軽に相談や問合せができるよう、オンラインやチャットボ
ットによる案内を実施します。よりきめ細かな支援を行うため、出産や育児
に不安感や孤立感を抱えやすい妊娠 8 か月の時期の相談に加え、新たに、生
後２か月を迎える時期にグループ相談や個別相談を実施するとともに、1 歳
を迎える時期の相談体制を強化します。 

（２）産後ケア事業の充実 
出産直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行う産後ケア

事業はニーズが高まっており、利用者数も年々増加しています。産後ケア実
施施設数の拡充および利用者負担額の軽減を行います。 

２ 児童相談体制「練馬区モデル」の強化【充実】 
（１）迅速かつ一貫した児童虐待への対応強化 
（仮称）東京都練馬児童相談所開設後は、都区合同のケース検討会議や虐待
通告に基づく家庭訪問等が随時可能となります。広域的・専門的機能である
一時保護や児童養護施設入所などの法的対応もさらに的確・迅速に行えます。
都区の緊密な連携をさらに深めていきます。 

（２）子ども家庭支援センターの体制強化 
子どもの特性にあった関わり方を助言し、虐待の未然防止、再発防止を 

図るため、都児相職員と連携し、区心理職による保護者支援を拡充します。 
また、都区が連携して対応した困難事例や、都の一時保護解除後の地域生

活を見据えた支援事例を題材とした演習など、新たな研修を実施し、人材育
成を図ります。 

（３）ショートステイ事業の充実 
保護者の疾病・出産・就労や育児不安などにより、家庭で養育すること 

が一時的に困難な時に子どもを宿泊で預かる子どもショートステイを充実し
ます。 
また、子どもの養育方法や関わり方について支援が必要な親子が一緒に入

所できる親子入所型ショートステイを新たに実施します。 

  

5 年間の取組 
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１ 地域・事業者・区の協働により、すべての子どもが安全かつ充実した放課後
等を過ごすことができる環境を整備 

２ 家庭・養育環境に課題がある子どもや、ひきこもり状態等自立への支援が必
要な若者に対する相談・支援を強化 

 
 
共働き家庭の増加に伴い、学童クラブの需要は今後も増加が見込まれます。こ

れまで、学童クラブとひろば事業を一体的に行う「ねりっこクラブ」の実施によ
り、学童クラブの校内化と定員拡大を実現してきました。引き続き、全区立小学
校でのねりっこクラブ実施に向けた取組などを進め、学童クラブの待機児童の
解消を目指します。 
すべての小学生を対象とする「ひろば事業」を充実し、放課後等の居場所への

多様なニーズに対応する必要があります。 
障害の顕在化等に伴い、特別な配慮が必要な児童が増えているため、学童クラ

ブの障害児受入れ枠の拡大が必要となっています。また、保護者からの要望等を
踏まえ、学童クラブの利便性向上に向けた取組が必要となっています。 
児童福祉法が改正され、学齢期の子どもたちに学校や家庭以外の安全・安心な

居場所を提供し、支援していくことが求められています。 
ひきこもり状態等にある方を対象に、居場所を提供するとともに相談や自立

への支援を春日町青少年館で行っています。就労の意欲が高まった方には、就労
支援へつなげるとともに、定着に向けて支援を行っていく必要があります。 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

学齢期の子どもや若者の居場所の充実 

戦略計画３ 
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１ ねりっこク 

１ ねりっこクラブの全区立小学校での実施【充実】 
ねりっこクラブを全区立小学校で実施し、学童クラブの定員を拡大します。 

また、学童クラブとひろば事業の一体的な運営のメリットを活かし、ねりっこ
学童クラブの待機児童を対象に、区独自の待機児童対策「ねりっこプラス」を
実施します。 

２ ひろば事業の充実【充実】 
ねりっこクラブ実施小学校の児童であればだれでも利用できる放課後の居

場所「ねりっこひろば」で、冬期の終了時刻の延長や１年生の利用開始時期の
前倒しを実施します。 

３ 障害児および医療的ケアが必要な児童の受入れ体制の充実【新規・充実】 
近隣に児童館内等学童クラブが無く、特別支援学級（固定級）のある小学校

内のねりっこ学童クラブで、障害児受入れ枠を拡大します。 
医療的ケア児への新たな支援方針に基づき、医療的ケアが必要な児童の学童

クラブでの受入れを引き続き実施します。 

４ 学童クラブの ICT 化【新規】 
これまで連絡帳や「おたより」で行っていた保護者と学童クラブとの連絡を、

スマートフォン等で行えるようにします。また、保護者が、場所や時間を選ば
ず、スマートフォン等から入会申請手続きを行えるようにします。 

５ 学齢期の子どもたちの居場所の支援 【充実】 
学校や家庭以外の居場所を確保するため、児童館の日曜・祝日の開館、平日

の開館時間を拡大します。 
児童館と子ども家庭支援センターや学校教育支援センター等との連携を強

化し、家庭・養育環境に課題のある中高生への支援を充実します。 

６ 若者自立支援事業の充実【充実】 
  若者自立支援事業により就労された方を招いたセミナーを行うなど、就労
に向けた支援プログラムを充実します。就労にあたっては、マッチング支援や
職場体験等の支援を行うとともに、職場への定着もサポートします。 

 

  

5 年間の取組 
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 児童生徒一人ひとりに応じた、きめ細かな指導や支援により、夢や目標を持ち、
困難を乗り越える力を備えた子どもを育成 
 
 
子どもたちが困難を乗り越え、様々な課題を解決するためには、基礎的・基本

的な知識や技能を確実に身に付けるとともに、考える力、判断する力、表現する
力を育成することが重要です。 
全児童生徒へのタブレットパソコンの配備が完了し、ICT 機器を活用した授業

は着実に定着しています。デジタル教科書の導入等を見据え、より効果的な授業
が行えるよう、教育内容、通信環境を強化充実していく必要があります。 
各学校へのサポート人材の配置、学校徴収金管理システムや出退勤システム

導入、部活動指導員の配置拡充などにより、教員の働き方改革に努め、一定の成
果は上げてきましたが、依然として教員の負担は重く、なり手不足も大きな課題
となっています。引き続き勤務状況の改善に取り組む必要があります。 
学校現場では、これまでも地域の多様な人材との連携により教育活動を展開

してきました。学校を拠点として、防災や青少年育成など、様々な地域活動が行
われていますが、活動の担い手が重複している、担い手が不足しているといった
課題を抱えており、見直しが必要となっています。 
特別な支援を必要とする児童生徒は増加傾向にあります。障害の重複や医療

的行為など必要な支援も複雑化・多様化しており、取組を強化していく必要があ
ります。また、不登校児童生徒やヤングケアラーなど、一人ひとりの状態に応じ
たきめ細かな支援を行っていく必要があります。 
現在、児童生徒数はピーク時の約６割まで減少しており、今後も長期的に減少

していく見込みです。過小規模校では交友関係が固定しやすく多様な見方・考え
方に触れる機会が少なくなる、過大規模校では教室や部活動の活動場所に余裕
がなくなるなど様々な課題があります。また、築 60 年を迎え、長寿命化改修か
改築が必要となる学校が多数あります。将来を見据え、改築計画と整合した適正
配置の考え方が必要となります。 
 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

夢や目標を持ち困難を乗り越える力を備えた子どもたちの育成 

戦略計画４ 
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１ ICT を活用した教育内容の充実・校務のデジタル化【充実】 
通信環境を強化し ICTを活用した教育効果の高い授業を実施します。また、

ICT 支援員を活用し、実践的な授業支援や校内研修、各校における ICT 活用推
進リーダーの育成を行い、教員全体の ICT 活用能力を高めます。 
デジタル採点システムや保護者との連絡ツール活用、教員用端末の校務環境

最適化、会議のオンライン活用、指導要録等の電子化を実施します。 

２ 教員の働き方改革【充実】 
引き続き、副校長補佐等のサポート人材の配置拡充を進め、サポート人材を

対象とした研修会の実施等により、各校でより効果的な活用が図れるようにし
ます。また、中学校部活動の地域移行に係る検討会議を立ち上げ、国や都の動
向を踏まえ、部活動のあり方の見直しを図ります。 

３ 学校を拠点とした新たな地域連携の仕組みづくり【充実】 
小学校２校、中学校１校を学校運営協議会の実証校に位置付け、実践的な研

究と検証を行いました。実証校による実証結果や国や都の動向を踏まえ、学校
運営協議会制度を段階的に導入します。 

４ 支援が必要な子どもたちへの取組の充実【新規・充実】 
（１）特別支援教育、医療的ケア児への支援の充実 

区の特別支援教育にかかる新たな方針を策定し、多様化するニーズへの対
応や教育内容の向上など、特別支援教育の充実に必要な具体的な取組を検討
します。また、医療的ケア児への新たな支援方針に基づき、医療的ケアが必
要な児童生徒の受入れを引き続き実施します。 

（２）不登校対策の充実 
児童生徒の不安や悩みを早期発見する体制を強化するほか、ICT を活用し

た学習支援の推進など、多様な支援を実施します。 
（３）ヤングケアラーへの支援の充実 

区立学校での実態把握を行い、ヤングケアラーの発見、啓発を引き続き行
います。また、スクールソーシャルワーカーの学校訪問を増やし、学校との
連携を密にします。今後も相談支援体制の充実を検討し、個々の状況に合わ
せ、福祉・教育・子育て等の関係者が連携して支援を進めていきます。 

５ 改築計画と整合した区立学校の適正配置【新規】 
今後の児童生徒数の推移等を踏まえ、今年度策定予定の「第二次区立小・中

学校および区立幼稚園の適正配置基本方針」に基づき、教育環境の整備に取り
組みます。 

5 年間の取組 
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介護が必要になっても、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医

療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的・継続的に提供される、地域包括ケ
アシステムを深化・推進 
 
 
団塊世代の全ての方が後期高齢者になる令和７年に向けて、地域包括ケアシ

ステムの中核を担う地域包括支援センターの増設・移転を進め、27 か所体制を
整備しました。今後も、団塊ジュニア世代の方が高齢者となる令和 22 年を見据
え、高齢者人口の将来推計や地域の人口バランスを考慮し、増設・移転を検討し
ていく必要があります。 
令和 22 年には、ひとり暮らし高齢者は約 9 万人、高齢者の２人に１人がひと

り暮らし高齢者となり、認知症高齢者も増加する見込みです。介護サービス事業
者に加え、NPO 等の地域活動団体との協働を更に推進し、ひとり暮らし高齢者
等を支えていくことが必要です。 
介護施設の整備を着実に進めてきた結果、特別養護老人ホームは都内最多の

施設数となっており、入所待機の状況は大きく改善されています。一方、施設老
朽化への対応が新たな課題となっています。住み慣れた地域での在宅生活の継
続を希望する方を支えるため、医療と介護の基盤整備に引き続き取り組んでい
く必要があります。 
介護分野では求人倍率・離職率が他産業と比較して高く、慢性的に人材が不足

しています。質の高い介護サービスを安定的に提供するため、介護人材の確保・
育成・定着支援を強化していく必要があります。 
 

 
 
 
 
 
 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

高齢者地域包括ケアシステムの深化・推進 

戦略計画５ 

    

高齢者福祉の日常生活圏域の見直し 

【4地区（福祉事務所単位）】 【27地区（地域包括支援センター単位）】 
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１ 高齢者の生活を支えるコーディネート力の強化【充実】 
高齢者をよりきめ細やかに支えるため、令和 6 年度から、日常生活圏域を４

地区から地域包括支援センターに合わせて 27 地区とします。支援が必要な高
齢者を地域で活動している団体等へつなぐ生活支援コーディネーターを、各地
域包括支援センターに 1名ずつ配置し体制を強化します。 
今後も、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯等を、より身近で利用しやす

い窓口で支援できるよう、高齢者人口の将来推計や地域の人口バランスを考慮
しながら、増設、区立施設等への移転を進めます。 

２ 認知症高齢者や家族介護者への更なる地域支援の充実【新規・充実】 
地域包括支援センターに加え、認知症高齢者グループホーム等においても本

人や家族への相談を行うなど、介護サービス事業者と連携し、支援体制を強化
します。認知症高齢者等を介護する家族の身体的負担を軽減するため、三療師
会との連携により、家族介護者への支援を拡充します。 

３ 介護保険施設等の整備【新規・充実】 
特別養護老人ホームは、ショートステイなど既存資源の転換等により定員数

の確保を図ります。また、老朽化に伴う大規模修繕等に対する支援策を検討し
ます。 
練馬光が丘病院跡施設において、令和７年度の開設を目指し、区内初となる

介護医療院の整備を進めています。特別養護老人ホームで受入れ困難な方が円
滑に入所できる仕組みづくりを進めます。 
都市型軽費老人ホームは、利用状況や待機者数、ひとり暮らし高齢者数等の

推計を踏まえ、整備を進めます。 

４ 在宅生活を支える医療と介護サービス基盤の整備【充実】 
地域密着型サービスは、医療・介護双方のニーズを有する高齢者や認知症高

齢者の増加が見込まれるため、適切なサービス供給量の確保に向けて整備を行
います。また、介護サービス事業者連絡協議会との協働等により、更なる普及
啓発に取り組み、利用の促進を図ります。 

５ 介護人材の確保・育成・定着【新規】 
練馬光が丘病院跡施設において、令和７年度の開設を目指し、介護福祉士養

成施設の整備を進めています。卒業生が区内介護サービス事業所に就職し、定
着することを誘導する仕組みを検討します。 

5 年間の取組 

64



 
 
 
 
 
 多くの高齢者が就労・地域活動等で活躍できる場の提供と、一人ひとりのライ
フスタイルに合った健康づくり・フレイル※予防に取り組める環境の整備 
 
 
区内の高齢者の約８割は要介護認定を受けていない、いわゆる「元気高齢者」

であり、地域の担い手として様々な場面での活躍が期待されています。意欲のあ
る高齢者が働き続けられる場や地域活動に参加できる場の提供をさらに進める
必要があります。 
高齢者が住み慣れた地域で、孤立せずに暮らし続けるためには、人と人とのつ

ながりが重要です。特に、高齢の男性は孤立しやすい傾向にあります。身近な地
域で交流や相談等ができる通いの場の充実が必要となっています。 
一方、近年スマートフォンを活用し、インターネットでの情報収集や SNS で

友人・家族との交流を楽しむ高齢者が増えています。デジタル技術を活用した健
康づくりやフレイル予防等の新たな取組を進めていく必要があります。 
また、民間通話会社による３G サービスが令和８年に全て終了する予定であ

り、いわゆる「ガラケー」の大部分が利用できなくなるため、スマートフォンへ
の移行を支援する取組が必要です。 
健康に課題を抱える高齢者を医療・健診・介護等のデータから把握し、個別訪

問などにより支援する「高齢者みんな健康プロジェクト」などの取組を進めてき
ました。重症化予防に向け、今後も生活習慣の改善をきめ細かく支援していくこ
とが必要です。 
 
 
 

 
 
 
 

 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

元気高齢者の活躍と健康づくり・フレイル予防の推進 

戦略計画６ 

出典︓令和４年度練馬区高齢者基礎調査 

※フレイル …老化により心身機能の活力（筋力や認知機能など）や、社会的な活力（人との交
流など）が低下し、要介護になる危険性が高まっている状態 

32.5

47.4

21.6

29.6

29.2

30.1

8.5

5.3

10.7

18.9

11.2

24.5

10.6

6.8

13.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
ｎ=1,516

前期高齢者
ｎ=643

後期高齢者
ｎ=850

スマートフォンの保有率（区内高齢者）

よく使う まあ使う 使わない 持っていない 無回答
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１ 元気高齢者の活躍の場を拡大【充実】 
高齢者が長年培ってきた知識や経験を活かして、様々な場面で活躍できるよ

う、就職先や地域活動などを紹介し、希望に沿った社会参加に繋げます。 
元気高齢者が特別養護老人ホームなどで清掃や洗濯等の補助業務を行い、介

護職員の負担軽減を図っています。今後、デイサービスセンターなどの小規模
事業所が利用しやすい仕組みづくりを進め、就労の場を拡大します。  
シルバー人材センターと連携して、シニアのスマホ相談員を養成し、町会・

自治会や街かどケアカフェ等へ派遣します。 

２ 街かどケアカフェの充実【充実】 
交流・相談・介護予防の拠点となる「街かどケアカフェ」を多様な地域団体

との協働や区立施設の機能転換等により増設します。 

３ スマホアプリ「フィット&ゴー」を活用したフレイル予防の充実【充実】 
60 歳から自らフレイル予防に取り組めるアプリ「フィット&ゴー」を充実し

ます。フレイル推定 AI を搭載し、一人ひとりの興味関心に合ったイベントや
介護予防事業の情報を発信し、社会参加や健康づくりの後押し、孤独になりが
ちな高齢者の外出・交流のきっかけとします。 

４ デジタル格差解消を目指した取組の推進【充実】 
スマホ教室を短期集中的に実施し、高齢者のデジタル格差の早期解消を目指

します。高齢者がスマートフォンの基本操作等を気軽に相談できるよう、はつ
らつセンターにスマホ相談窓口を設けます。 

５ 高齢者みんな健康プロジェクトの拡充【新規・充実】 
保健師等の専門職を増員し、ハイリスク高齢者への個別支援を強化します。

また、練馬区薬剤師会との連携により、「多剤服薬」等の方を対象に、服薬指
導・健康相談を個別訪問や薬局窓口等で実施します。 

  

5 年間の取組 
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 障害者が住み慣れた地域のなかで、自立して暮らし続けることができるよう、
障害特性に応じた住まい・日中活動・就労・意思疎通の支援や障害福祉サービス
等、障害者のライフステージに合ったサービスを充実 
 
 
 障害者一人ひとりの自立した地域生活を支えるため、障害の特性に応じた就
労の支援や通いの場の整備、重度障害者のグループホームの増設や医療的ケア
に対応したショートステイの整備、「練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語
の普及に関する条例」の制定などに取り組んできました。 
 一方、障害者の高齢化・重度化、家族の高齢化が進んでいます。医療の進歩
により、医療的ケアが必要な方も増加しており、住まいや通いの場、ショート
ステイなどが不足しています。令和３年９月に成立した医療的ケア児支援法の
理念を踏まえ、どんなに障害が重くても、住み慣れた地域で暮らし続けられる
よう、医療的ケアが必要な方への支援の充実が必要です。 
障害者の法定雇用率の上昇に伴い、就労する障害者が増加する一方、就労の定

着が大きな課題となっています。離職を防止するため、本人や雇用する企業に対
する支援を充実することが必要です。 
障害者を支える家族から、介護負担の軽減を望む声や、発達障害児の子育てに

関する悩みなどが多く寄せられています。就労をしながら障害者を支える家庭
も増加しており、家族支援の充実が必要です。 
精神的な障害に加え、ひきこもりや 8050 問題など複合的な課題を抱える世帯

が増加しています。事態が深刻化する前に早期に発見し、地域で支えていくため
の仕組みづくりが必要です。 
 
 
 
 
 
 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

障害者が地域で暮らし続けられる基盤の整備 

戦略計画７ 
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１ 重度障害者への支援の充実【充実】 
介護者の急病等の緊急時にも 24時間対応できる相談体制とショートステイ

を備えた多機能型地域生活支援拠点として、旧石神井町福祉園用地に重度障害
者に対応したグループホームを誘致します。 

２ 医療的ケアが必要な方への支援の充実【充実】 
医療的ケアが必要な障害者やその家族の地域生活を支えるため、新たに取得

した三原台二丁目用地に、通いの場や家族支援などの機能を備えた多機能型の
施設を誘致します。  
医療的ケア児を持つ家族が身近な地域で相談ができるよう、医療的ケア児等

コーディネーターによる相談支援を拡充します。 

３ 高齢化・重度化対応と日中活動後の支援の充実【充実】 
障害者の高齢化・重度化に対応するため、区立福祉作業所を民営化する際に、

生活介護事業を開始します。また、就労している家族や介護家族を支援するた
め、福祉園等の利用時間の延長や移動支援の充実に取り組みます。 

４ 就労支援の充実【新規・充実】 
  障害者就労支援センター（レインボーワーク）の体制を強化し、障害者の就
労定着を支援します。障害が重度であっても就労できるよう、介護者が通勤や
勤務時間中の支援を行う重度障害者等就労支援事業を開始します。 

  障害者施設の自主生産品の販路の拡大に向けて、電子決済の導入など ICT
化の支援を行い、工賃向上を図ります。農業者との連携により、農作業の作業
種目の拡大について検討し、農福連携の取組を推進します。 

５ 障害特性に応じたきめ細やかな対応【新規・充実】 
買物などの日常生活場面において積極的に声をかけることができるコミュ

ニケーションサポーター養成研修を拡大して実施します。また、手話を紹介す
る動画を作成するなど、手話言語の普及に取り組みます。 
ペアレントトレーニングを開始するなど、発達障害児やその家族への支援を
強化します。また、障害児の兄弟姉妹がいる子どもたち同士の交流の場を創設
し、不安解消や障害への理解に取り組みます。 
ひきこもり、8050 問題など支援につながりにくい世帯に対する訪問支 援体
制を強化するとともに、当事者の立場から相談に応じるピアサポーターを養成
し、精神に課題を抱える方の地域生活を支援します。 

5 年間の取組 
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 誰もが、誇りを持って生活できるよう、ひとり親家庭や生活困窮世帯等の自立
に向けた、きめ細かな支援を充実 
 
 
 相対的貧困率が高いひとり親家庭を対象に、生活・就労・子育ての３つの支援
を組み合わせて提供するひとり親家庭自立応援プロジェクトを平成29年度から
開始し、23 区で最も多くの事業を実施しています。非正規就労の割合の高いひ
とり親家庭は、物価上昇などの影響を大きく受けており、更なる支援の充実が必
要です。 
 コロナ禍において区は、生活相談コールセンターの設置、ひとり親家庭臨時特
別給付金の支給、生活サポートセンターの相談支援員の増員など、生活保護に至
る前の支援を機動的に実施してきました。新型コロナによる休業や失業等によ
り、収入が減少した世帯を対象とした生活福祉資金特例貸付の償還が始まるこ
と等に伴い、生活困窮者の増加が見込まれます。特例貸付利用者の８割が 20 代
から 50 代です。円滑に生活サポートセンターなどの支援につなぐため、相談支
援体制の強化が必要です。 
 増加する生活保護受給世帯の自立支援を強化するため、ケースワーカー等を
着実に増員してきました。早期の自立に向けてケースワーカーと就労サポータ
ー等が連携した就労支援体制の充実が必要となっています。 
生活困窮、性暴力、性犯罪被害、家庭関係の破綻などの課題を抱える若年女性

に対し、都女性相談センターなどと連携した支援を行っています。令和６年４月
に予定されている困難女性支援法の施行を見据え、民間団体と連携した若年女
性支援の強化が求められています。 
 
 
 
 
 
 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

ひとり親家庭や生活困窮世帯等の自立を応援 

戦略計画８ 

令和４年度ひとり親家庭ニーズ調査 

●39％が貯金 50万未満 
●38%が家事の負担で悩み（平成 28 年度調査より 16%増） 
●ひとり親家庭の総合相談窓口の認知度は 55% 
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１ ひとり親家庭自立応援プロジェクトの深化【新規・充実】 
令和４年度に実施したひとり親家庭ニーズ調査の結果を踏まえ、家賃負担を

軽減するため、低廉な家賃の住居への転宅を希望する世帯に対し、引っ越し費
用や敷金・礼金など転居に要する費用を助成します。子育てや家事などの支援
ニーズにきめ細かく対応できるよう、ひとり親家庭ホームヘルプサービスを充
実します。早期に区のひとり親支援策につなぐため、離婚前後の親を対象とし
た支援講座を実施します。養育費確保に向けた更なる支援として、ADR（裁判
外紛争解決手続）利用支援事業を充実します。 
 
 
 

 
 

 

２ 生活困窮者への支援体制の強化【新規・充実】 
生活にお困りの方の相談窓口である生活サポートセンターで、オンライン相

談を開始します。また、石神井再開発ビル内に生活サポートセンターを新たに
設置します。円滑に支援につながるよう、生活保護制度に関する AI チャット
ボットを実施します。 

３ 生活保護受給世帯に対する自立支援の充実【充実】 
生活保護の新規受給世帯の増加に対応し、きめ細やかなサポートを行うため、

今後も適正なケースワーカーの人員を確保します。「就労自立の促進」「生活
自立の促進」「次世代育成支援」「適正支給の強化」を４つの重点項目として、
生活保護受給世帯の自立支援に取り組みます。特に、就労自立については、求
人開拓・事業者とのマッチング・就労定着支援を行う就労サポーターを増員す
るとともに、ケースワーカー、ハローワーク等が連携して、生活困窮から生活
保護に至るまで、切れ目のない支援を実施します。 

４ 若年女性への支援の強化【新規・充実】 
困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら最適な支援を

受けられるようにするため、困難女性支援に関する基本計画を策定し、支援調
整機能の強化や居場所事業等を実施します。 

5 年間の取組 

ひとり親家庭自立応援プロジェクト 新規・充実事業 

 

 

 

 

 

   
 

 都内初 

転宅費用助成 新規 新規 ホームヘルプ 充実 
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子ども・障害者・高齢者・生活困窮者など、誰もが住み慣れた地域で安心して

生活ができるよう、福祉の各分野を超えた支援体制を構築 
 
 
子育て、高齢者介護、生活困窮などの悩みには複合的なものが多く、誰にも相

談できずに困っている方々がいます。地域でのつながりが希薄化するなか、コロ
ナ禍での外出抑制などの影響が重なり、社会的な孤立が顕在化し、事態は深刻化
しています。 
 「子ども」「障害者」「高齢者」「生活困窮者」など、施策の対象ごとに構築し
てきたこれまでの福祉制度と、複雑化する支援ニーズとの間にギャップが生じ
ています。複合的な課題を抱える世帯の孤独・孤立を防止するためには、区民や
地域団体、民間事業者、NPO 法人等との協働により支援する必要があります。 
増加する認知症高齢者や、障害者等が尊厳ある生活を継続できるようにする

ため、成年後見制度や権利擁護事業を更に利用し易くする必要があります。 
 全国の検挙人員に占める再犯者数の割合は上昇傾向にあります。出所者等の
中には、様々な生きづらさを抱え立ち直りに多くの困難を抱える者が少なくあ
りません。安定した生活基盤の確立に向けた支援を行うことで再犯を防止して
いく必要があります。 
 
（参考）複合的な課題を抱えながら相談につながっていない世帯への支援               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

誰もが安心して生活できる地域福祉の推進 

戦略計画９ 

連携推進担当による 
コーディネート 

区民・地域団体等から 
情報を収集し、支援が 
行き届いていない世帯 
を個別訪問 

複合的な課題の相談 

アウトリーチ型支援 

ボランティア・ 
地域福祉推進 
センター（コーナー） 
 

どこに相談したらよいか
分からない困りごと等の
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あすは 
ステーション 

社会参加に向けた
居場所支援 
利用者が自由に過ごせ、
利用者同士の交流等が 
できる場所 
を提供 

区内全域に 
配置 

 地域福祉  

区西部へ 
増設 

調整・つなぎ 

など 

福祉事務所 

保健相談所 

ねりま若者 
サポート 
ステーション 

地域包括支援 
センター 

生活サポート 
センター 街かど 

ケアカフェ 
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１ 地域活動の推進【充実】 
地域活動に参加してみたいと考える区民を幅広い分野の活動へとつなぎ、地

域を支える担い手を広げていきます。 
また、生活支援コーディネーターを 27 か所の地域包括支援センターに 1 名

ずつ配置し、地域で活動する団体等へ元気な高齢者等をつなげる体制を強化し
ます。 

２ 重層的な支援体制の充実【充実】 
  複合的な課題に対する支援ニーズへの対応を強化するため、令和５年度か
ら開始したアウトリーチ型の支援や社会参加に向けた居場所支援などの重層
的な支援を、区内全域で展開します。 

（１）アウトリーチ型支援等の充実 
地域福祉コーディネーターを増員し、区内４か所の「ボランティア・地域

福祉推進センター（コーナー）」に配置します。区民や地域団体から地域で
気になる方などの情報を収集し、個別訪問を実施するほか、相談に応じ、適
切な支援につなげます。 

（２）社会参加に向けた居場所支援の充実 
長期間ひきこもり状態にある方等の社会参加のきっかけづくりとなるよ

う、居場所提供から就労準備・職場定着支援まで行う「あすはステーション」
を区西部地域に増設します。 

３ 権利擁護支援事業の充実【新規・充実】 
権利擁護センターに終活相談窓口を設置し、把握したニーズや課題の分析を

行い、身寄りのない高齢者等へのサービスの充実に取り組みます。また、後見
人候補者の選択肢を増やし適切な後見人が選任されるよう、法人後見を実施す
る団体への人的・財政的支援を充実します。 

４ 再犯防止を推進するための取組【充実】 
就労・住居の確保や福祉サービスの提供などにより、出所者等の社会的な孤

立を防ぐとともに社会復帰を支援するため、再犯防止推進計画を次期地域福祉
計画に位置付け、継続的に支援に取り組みます。 

  

5 年間の取組 
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今後の更なる高齢化の進展を見据え、入院から在宅に至るまで、切れ目なく本

人の状態に応じた医療が受けられる体制を整備 
 
 
区民の命と健康を守るため、病床整備に積極的に取り組んできました。令和４

年度には、順天堂練馬病院が、重篤な救急患者に対して高度な医療を総合的に提
供する三次救急医療機関に指定されたほか、練馬光が丘病院は、移転・改築によ
り大幅な増床とともに、医療機能を拡充しました。増加する高齢者を支える回復
期病床や慢性期病床の整備も進んでいます。 
今後、更なる高齢化に対応するため、練馬光が丘病院跡施設を活用した医療・

介護の複合施設の整備を着実に進めていく必要があります。 
新型コロナウイルス感染症の拡大時には、医療提供体制が逼迫するなど様々

な課題が顕在化しました。今後想定される大規模災害や感染症の拡大等に備え
て、更なる医療提供体制の強化と医療施設の充実を図る必要があります。 
脳卒中の後遺症などで長期療養が必要になった場合、高齢者の約５割は在宅

療養を希望しており、今後、訪問診療や在宅看取りの需要は更に高まると見込ま
れます。住み慣れた自宅で安心して医療を受けられるよう、かかりつけ医を中心
とした在宅医療の提供体制を充実していくことが求められています。 
区民自身が望む医療や介護を選択できるよう、医療や介護を含めた療養生活

について早い段階から考え、家族や関係者と共有する取組を普及啓発していく
ことが重要です。 
  
 
 
 
 
 
 
 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

安心して医療が受けられる体制の整備 

戦略計画 10 
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１ 練馬光が丘病院跡施設における複合施設の整備 
医療・介護の複合施設の整備を進め、令和７年度の開設を目指します。医療

分野では、地域包括ケア病床および療養病床に加え、区内初となる緩和ケア病
床を有する 157 床の病院を整備します。 

２ 災害時や感染症拡大時に備えた医療体制の整備【充実】 
順天堂練馬病院の新病棟整備を支援し、災害時の応急処置等の対応スペース

や備蓄物資等の保管場所、感染症拡大時における感染症患者の隔離スペース等
を確保するとともに、増床に向けた調整を進め、医療提供体制の強化を図りま
す。 

３ 新たな病院整備の検討 
練馬区医療施策検討委員会からの提言を踏まえ、区内の病院配置状況を考慮

しながら、今後の医療需要等を見据えた医療機能を有する新たな病院の誘致を
目指します。 

４ 在宅医療提供体制の充実【充実】 
  練馬区医師会医療連携・在宅医療サポートセンターと連携し、在宅医療を行
う医療機関の休日夜間診療を支援するモデル事業を実施します。あわせて他
科連携支援体制の検討を行います。 
また、福祉関係機関と連携して相談支援時に ACP（人生会議）※や在宅療養

の仕組みについて周知を進めます。医師会、薬剤師会や消防署等の関係機関と
も連携し、ACP の普及啓発に取り組みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5 年間の取組 

※ ACP…Advance Care Planning（人生会議）の略。もしものときのために、医療やケアについ 
て前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組のこと 

74



 
 
 
 
 
区民一人ひとりが健康的に仕事や子育て、趣味などに取り組んでいけるよう

身体とこころの健康づくりを応援する取組を充実 
 
 
 運動不足、栄養の偏りや不規則な食事による肥満などが原因と考えられる生
活習慣病が増加しています。 
これまで、健康管理アプリ「ねりまちてくてくサプリ」の開発・提供や小・中

学校への健康教育に関する出張講座など、区民の健康づくりに向けた取組を進
めてきました。引き続き健康に関心が薄い方など幅広い層に対し、生活習慣を改
めることができるよう、本人が無理なく健康な行動を取れるような環境づくり
が必要です。 
 健康であり続けるためには、病気の予防や早期発見、早期治療が重要ですが健
康診査、がん検診の受診率は、目標の 50％を下回っている状況です。これまで、
様々なツールを用いた健診（検診）受診勧奨や、自分が対象の健診（検診）が一
目でわかる受診券のチケット化などの取組を進めてきました。引き続き、受診率
向上に向けた取組を強化していくことが必要です。 
 日本人の２人に１人は生涯でがんに罹患しています。がん患者の多くの方が
治療と仕事や子育てなどを両立して日常生活を過ごしています。がん患者とそ
の家族の生活の質が向上する支援に取り組みます。 
 区の自殺者は年々減少傾向にありましたが、コロナ禍において一時的に増加
しました。自殺防止に向けて、こころの健康問題を抱える方等の支援体制を強化
する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

身体とこころの健康づくりを応援 

戦略計画 11 

75



 

１ 区の特色を生かした健康づくり【充実】 
  区内の自然や区の魅力を感じながらウォーキングができるよう、健康管理
アプリ「ねりまちてくてくサプリ」のコースを拡充します。 
また、ねりまならではの新鮮な農産物を活用して、食について学び・体験す

る機会を設けるとともに、食育応援店や大学などとの協働による食育を推進し
ます。 

２ 健診等の受診促進【充実】 
健診（検診）を受ける行動を後押しするナッジ理論を用いた案内を実施しま

す。高血圧など重大な疾病につながる危険性の高い方で医療機関未受診の方に
対して、健診のデータを活用し、医療機関を速やかに受診するよう個別勧奨を
実施します。 

３ がん対策の推進【新規・充実】 
  練馬区医師会や医療機関の協力のもとで、健康診査と複数のがん検診を同 
時に受診できる医療機関を拡充します。 
がん患者等ニーズ調査の結果やがん患者等支援連絡会の意見を踏まえて、が

んに関する相談先や支援策等の周知・啓発を図るとともに、要望の多いウイッ
グ等購入費用の助成を開始します。 

４ こころの健康問題を抱える方等への支援【新規・充実】 
NPO 法人と連携した相談支援や、LINE やアプリ等により広く情報を発信

し、適切な相談窓口につなぎます。また、区内の経営者等向けのメンタルヘル
スケア講座や、高校生を対象とした若年ゲートキーパー（自殺防止対策の要と
なる人材）の養成講座を実施します。 
三次救急に指定された順天堂練馬病院と連携し、保健師・地域精神保健相談

員が自殺未遂者やその家族の相談に応じ、支援します。 
 
 
 
 
 
 
 

5 年間の取組 
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 地域ごとに異なる災害リスクに応じた「攻めの防災」を進め、地震・火災や風
水害による被害を軽減し、「災害に強く、逃げないですむまち」の整備を推進 
 
 
区内には、老朽木造住宅が密集し、狭あいな道路が多く、地震発生時に建物倒

壊や延焼の危険性が高い地域が存在します。これまで、こうした地域を対象に、
密集住宅市街地整備促進事業や区独自の防災まちづくり推進地区の指定などに
取り組んできました。引き続き、地域特性に応じて、建築物の耐震化・不燃化、
避難や消火・救助活動に必要な道路の整備などの取組を積極的に進めていく必
要があります。 
令和４年５月に東京都が 10 年ぶりに更新した「首都直下地震等による東京の

新たな被害想定」では、区内の建物倒壊等の想定棟数は減少した一方、消火困難
な火災が 28 件発生し、約 11,000 棟が焼失する想定が示されました。被害を防
止するためには、地震発生時に建物倒壊や延焼の危険性が高い地域における出
火防止対策を推進するとともに、初期消火力を強化していく必要があります。 
区内の中高層住宅の居住者の割合は 45％（令和 2年）で、増加傾向にあり、

中高層住宅特有の防災課題への対策を進めていく必要があります。 
「練馬区総合治水計画」に基づき、公園など公共施設への雨水貯留浸透施設の

設置や、民間施設への設置助成などの流域対策の強化に取り組んできました。一
方、全国的に記録的な豪雨が毎年のように発生しています。気候変動による豪雨
の頻発化・激甚化を踏まえ、更なる治水対策を進めていく必要があります。 
要介護高齢者や障害者など自力で避難することが困難な方が災害時に円滑に

避難できるよう、実効性の高い安否確認や避難支援の体制を構築する必要があ
ります。 
災害の被害を最小限に抑えるには、区民一人ひとりの防災意識を高めるとと

もに、区民の行動変容につながる周知・啓発に取り組む必要があります。 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

地域の災害リスクに応じた「攻めの防災」 

戦略計画 12 
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１ 地震・火災に対する防災まちづくりの推進【充実】 
密集住宅市街地整備促進事業実施地区や防災まちづくり推進地区において、

地域住民への丁寧な周知啓発に取り組み、引き続き、道路拡幅、建築物の不燃
化、危険なブロック塀等の撤去など、災害に強いまちづくりを推進します。 
 これまで耐震化を進めてきた特定・一般緊急輸送道路沿道建築物に加え、地
域輸送道路※１沿道建築物の耐震化について検討していきます。また、新耐震基
準の住宅のうち、いわゆる 2000 年基準※２を満たさない木造住宅の耐震化を促
進します。 

２ 出火防止対策および初期消火力の強化【新規】 
 地震発生時に延焼の危険性が高い地域の木造戸建て住宅を対象に、感震ブレ
ーカーを無償で貸与します。また、区立施設やコンビニなどの街頭に、消火用
スタンドパイプを設置します。令和 5年度に購入した防災訓練車を活用し、地
域で積極的に初期消火訓練を展開していきます。 

３ 中高層マンション防災対策の推進【新規】 
居住者の自助・共助意識を向上させ、在宅避難が可能となるよう、「中高層

住宅の防災対策ガイドブック」を全面改訂し、中高層マンションを対象に全戸
配布します。防災会の組織化や防災マニュアルの作成などのマンション防災会
の活動支援を行います。さらに、応急給水栓やマンホールトイレの整備費用を
補助します。 

４ 水害への対策（河川、下水道の早期整備および流域対策の推進） 
降雨による浸水被害を防止するため、河川および下水道の早期整備を東京都

に要請するとともに、公共・民間施設への雨水貯留浸透施設の設置による流域
対策を進めます。 
都は、気候変動の影響を踏まえた新たな豪雨対策について検討を進めており、

その結果を踏まえて練馬区総合治水計画を見直します。 

５ 避難行動要支援者対策の推進【新規・充実】 
 避難行動要支援者が「どこへ」「だれと」避難するかを明確にする個別避難
計画の作成を進めるとともに、避難行動要支援者名簿や個別避難計画を活用
した、より実効性の高い訓練を実施します。また、要介護高齢者や障害者な
ど配慮を要する方の福祉避難所への直接避難を検討します。 

６ 区民の行動変容につながる周知・啓発【充実】 
  在宅避難への備えなど、具体的な行動につながる契機となるよう、「防災の
手引｣を全面改訂し、全戸配布します。地域の災害リスクや防災情報をまとめ
た地域別防災マップを、水害リスクの高い未作成地区で地域住民と協働で作
成します。 

 

5 年間の取組 

※１ 地域輸送道路…緊急輸送道路から避難拠点や災害時医療関係施設などを結ぶ道路 
※２ 2000 年基準…建築基準法の改正により平成 12 年（2000 年）６月１日に導入された耐震 

基準のうち、木造建築物を対象にしたもの。平成 28 年熊本地震では、新 
耐震基準であっても 2000 年基準を満たさない木造住宅で被害が発生した。 
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１ 質の高い都市空間の創出や交通の円滑化等に資する都市計画道路の整備 
２ 鉄道空白地域を改善し、区を更に発展させる大江戸線延伸の工事着手 
３ 交通の円滑化、市街地の一体化により安全で快適なまちづくりに繋げる西
武新宿線の立体化の整備促進 

４ 区民の安全・安心な暮らしや都市活動を支える道路・橋梁の機能保全 
 
 
都市計画道路は、みどり豊かで快適な空間を創出し、交通の円滑化や防災機能

の向上に資する重要な交通インフラです。区内の整備率は、約５割と 23 区平均
の約 66％を下回っており、整備が遅れています。区は、「東京における都市計画
道路の整備方針（第四次事業化計画）」において、18.5km を優先整備路線※に位
置付け、23 区内で最長規模となる約 4.1km（令和４年度末）に事業着手しまし
た。引き続き、着実に整備を進めていくことが必要です。 
大江戸線の延伸は、鉄道空白地域を改善し、区が更に発展するために欠かせな

い事業です。様々な機会を通じて都への早期事業化の要請や実務的な協議を行
うとともに、延伸地域のまちづくりや新駅周辺での拠点整備の検討を行ってき
ました。大江戸線延伸推進基金は 50 億円まで積み立てています。都は、令和５
年３月に庁内検討プロジェクトチームを設置し、スピード感をもって検討を進
めています。延伸実現に向け、まちづくりを更に推進するとともに、事業全体に
おける経費負担のあり方について検討するなど区の役割を明確化し、早期の工
事着手を促進していくことが必要です。 
西武新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）には区内 13 か所の踏切があり、交通渋

滞や踏切事故の危険性等の解消には連続立体交差化が有効です。区民、区議会、
区が一体となり、立体化の実現に取り組んできた結果、都市計画決定されました。
今後、早期整備を促進していくことが必要です。 
道路等の施設機能を確実に発揮するため、「練馬区橋梁長寿命化修繕計画」

に基づき、橋梁の修繕や耐震補強を実施しています。今後、架設から概ね 50 年
を超える橋梁が増えることから計画的な更新が必要です。 
 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

みどり豊かで快適な空間を創出する交通インフラの整備 

戦略計画 13 

※優先整備路線・・・都市計画道路のうち、令和 7 年度までに優先的に整備すべき路線 
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１ 都市計画道路の整備【継続・充実】 
事業中路線の着実な整備や未整備路線の早期事業化に向けた取組を推進す

るとともに、第四次事業化計画に続く都市計画道路の整備方針の検討を進めま
す。また、都市計画道路等の整備に合わせて無電柱化を推進していきます。 

２ 大江戸線の延伸【充実】 
延伸の早期着工に向け、引き続き都との協議を進めるとともに、公共施設の

集約・新設の可能性やバス路線の再編検討など、旅客需要の増加に繋がる沿線
のまちづくりを更に推進します。また、大江戸線延伸推進基金の効果的な活用
方法を検討し、必要に応じて基金の積み増しも実施します。 

３ 西武新宿線の連続立体交差化 
西武新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）の連続立体交差事業および側道整備事

業について、都市計画事業認可を取得し、工事着手に向け、東京都や鉄道事業
者、沿線区市と連携して用地取得等に取り組みます。また、連続立体交差事業
に合わせて、鉄道と交差する都市計画道路等の整備を進めます。 

４ 道路・橋梁の機能保全 
令和４年度に改定した練馬区橋梁長寿命化修繕計画に基づき、コスト縮減や

補修費用の平準化、道路ネットワークの安全性・信頼性の長期的な確保を図る
ため、橋梁の計画的な更新を実施します。 

  

5 年間の取組 
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１ 社会経済の変化に対応した持続可能な地域公共交通計画を策定し、利便性
を高める新たな交通手段等を導入 

２ 誰もが安心して快適に移動できる環境の整備に向け、鉄道駅や駅周辺の更
なるバリアフリー化を促進 

 
 
 区内には、鉄道の駅から遠い地域や、道路整備の遅れ等により路線バスが運行
されていない公共交通空白地域※が存在します。都市交通マスタープラン、公共
交通空白地域改善計画に基づき交通施策を推進し、みどりバス保谷ルートの再
編などに取り組んでいますが、解消には至っていません。 
バス利用者の減少、人件費や燃料費の高騰およびバス運転士の不足により、バ

ス交通のサービス低下が危惧されます。各地で新たなコミュニティ交通の取組
が進んでおり、地域特性に合った新たな交通手段の可能性の検討が必要です。ま
た、区内外への相互乗入れが可能なシェアサイクル社会実験を実施しています。
民設民営による本格実施への取組が必要です。 
区内全駅には、高齢者・障害者などが円滑に移動できるバリアフリー化された

経路が１ルート整備されていますが、１ルートだけでは利便性を欠く駅につい
て、更なるバリアフリー化が必要です。また、駅ホームの安全性向上のため、未
整備駅へのホームドア整備が必要です。 
 駅周辺と公共施設までの経路を「アクセスルート」と定め、点字ブロック等の
バリアフリー整備を進めています。今後は、歩道が狭く点字ブロックが設置困難
なルートでのバリアフリー整備が必要です。 
 

 

 

 

 

 
 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

人々の移動を支える交通体系の構築 

戦略計画 14 

図表：新たな交通手段の事例（出典：国土交通省） 

※公共交通空白地域…駅から 800ｍ以上かつ 30 分に１便以上のバス停から 300ｍ以上の地域 
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１ 新たな地域公共交通計画の策定【新規】 
鉄道やバスなどの交通環境、交通分野の ICTや新たな交通手段の導入状況、

みどりバスの利用実態、シェアサイクルの普及などを踏まえ、2040 年代を見
据えた交通体系のあり方を検討します。 
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正を踏まえ、従来策定した

都市交通マスタープラン、公共交通空白地域改善計画に代わる新たな地域公共
交通計画を策定し、計画の実現に向けた取り組みを進めます。 

２ みどりバスの再編と新たな交通手段の実証実験【新規】 
みどりバスのルート再編や、利用者が多い時間帯の増便などに取り組みます。

また、公共交通空白地域の改善に向け、デマンド交通等の新たな交通手段の実
証実験などに取り組みます。 

３ 鉄道駅や駅周辺のバリアフリー化【充実】 
鉄道駅における２ルート目のバリアフリー化に向け、光が丘駅では令和６年

度の完成を目指してエレベーター設置工事を着実に進め、小竹向原駅では早期
着手に向けて取り組むよう鉄道事業者へ働きかけていきます。区内各駅におけ
るホームドアの早期整備に向け、費用の一部を補助するなど、鉄道事業者と連
携していきます。 
まちづくりの進捗に合わせたアクセスルートの指定・整備を進めるほか、歩

道のない道路における視覚障害者等の新たな誘導方法を検討し、試行整備する
など、駅周辺のバリアフリー化に取り組みます。 
 
 
 

  

5 年間の取組 
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１ 大江戸線延伸の早期実現に向けて新駅予定地周辺などのまちづくりを推進 
２ 連続立体交差事業や都市計画道路の整備などに合わせて、多くの人々でに
ぎわう駅前空間や、みどり豊かで快適な都市空間を創出 

３ 住宅の適正管理と有効活用を促進し、安全で快適な住環境を実現 
 
 
大江戸線延伸地域では、導入空間となる補助 230 号線の沿道すべての地区で

地区計画を決定しました。延伸実現に向け、新駅予定地周辺において、鉄道旅客
需要の増加につながる、多くの人々が集まる拠点機能を備えたまちづくりを更
に推進する必要があります。 
 西武新宿線沿線地域では、連続立体交差事業等の進捗に合わせてまちづくり
を進めてきました。上石神井駅周辺地区では、地区計画の都市計画決定に向けた
手続きを進めています。引き続き、各駅周辺の地域特性を活かしたまちづくりを
推進する必要があります。 
 現在事業中の放射 35 号線・36 号線、外環の２、補助 156 号線などの道路整
備に合わせて沿道にふさわしい土地利用等に向けた検討を進めています。引き
続き、道路整備の進捗を見据えながら、地域特性を活かしたまちづくりを推進す
る必要があります。 
 石神井公園駅周辺では、令和 4年 10 月に再開発組合が設立され、駅南口西地
区の市街地再開発事業に着手しました。再開発事業に合わせて、安全で魅力ある
まちづくりを推進しています。引き続き、にぎわいの創出・利便性の向上、防災
力の強化を図るため、地域の拠点となる駅周辺のまちづくりを進めていく必要
があります。 
建物の老朽化や所有者の高齢化による管理の担い手不足等のために、今後、管

理不全な分譲マンションの急増や、近隣に悪影響を及ぼす戸建て住宅の空き家
等の増加が見込まれます。現状を把握し、管理不全に陥らないよう、適正管理の
促進に向けた対応が急務です。 
 
 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

快適な住宅都市を実現するまちづくりの推進 

戦略計画 15 
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１ 大江戸線新駅予定地周辺のまちづくり【充実】 
(仮称)大泉学園町駅予定地周辺では、市街地再開発事業や駅前広場の整備計

画および公共施設の集約・新設等の検討を進めます。(仮称)大泉町駅予定地周
辺では、駅前広場や地域特性を活かした拠点整備を検討します。 
補助 230 号線・233 号線沿道では、地区計画を活用し、地域にふさわしいま

ちづくりを進めます。 

２ 西武新宿線沿線のまちづくり【充実】 
西武新宿線の連続立体交差化、交差する都市計画道路の整備を推進します。

上石神井駅・武蔵関駅周辺では交通広場の整備を進めるとともに、建築物の共
同化を促進し、地区計画を活用したまちづくりに取り組みます。上石神井駅に
隣接する車両留置施設については、再編後の跡地活用を鉄道事業者と協議しま
す。上井草駅周辺では、近接区と連携したまちづくりを進めます。 

３ 都市計画道路沿道のまちづくり【充実】 
放射 36 号線、外環の２、補助 156 号線沿道地区では、都市計画道路の整備

に合わせて、地区計画を活用し、沿道の利便性と周辺環境が調和したまちづく
りを進めます。今後、整備が計画されている都市計画道路沿道についても、周
辺のまちづくりを検討します。 

４ 地域の拠点となる駅周辺のまちづくり【充実】 
石神井公園駅周辺では、現在進めている再開発事業の円滑な実施を支援する

とともに、南口商店街では地域の皆様と街並み整備を進めます。 
  中村橋駅周辺では、美術館再整備に合わせた街並み整備を進めます。富士見
台駅および桜台駅周辺では、災害に強いまちづくりを推進します。 

５ 住宅の適正管理と活用の促進【新規】 
  区内の分譲マンションの管理状況に関する実態調査を実施し、その結果を
踏まえ、マンション管理適正化推進計画を策定するとともに、管理組合への助
言・指導を行います。 

  空き家の老朽度等の実態調査を実施し、空家特措法や民法等の改正を踏ま
え、空き家等対策計画を改定します。管理が不全状態の空き家に対する指導を
強化し、周囲に著しい悪影響を及ぼす状態とならないよう適正管理と有効活
用を促します。 

  

5 年間の取組 
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 練馬のみどりに満足している区民の割合80％を目指し、みどりのネットワー
クの形成と区民とともにみどりを守り育てる取組を推進 
 
 
 練馬区の魅力は、都心近くに立地しながら、屋敷林や農地、公園などの豊かな
みどりに恵まれているところです。公園や街路樹の整備、樹林地の保全を進めて
きた結果、公共のみどりは増加しています。一方、区のみどりの約４分の３を占
める民有地のみどりは、税負担や相続などにより一貫して減少を続けています。 
公共のみどりについては、引き続き、みどりのネットワークの拠点となる公園

の整備やみどり豊かな軸となる幹線道路の整備、重要な樹林地の確保を進めて
いく必要があります。また、約半数の公園が開園から 30 年以上経過しているこ
とから、計画的な改修を行う必要があります。民有地のみどりについては、樹林
地や大木の所有者の維持管理に係る負担軽減や、地域全体で支える仕組みの強
化が求められています。 
 公共施設の整備や民間の開発事業の際には、一定面積の緑化を義務付け、みど
りの創出を図ってきました。一方、屋上への緑化など区民の目に触れにくいケー
スや、維持管理が十分にできていないケースなどが見受けられます。区民が見る
ことのできる沿道緑化を推進し、みどり豊かな街並みを形成するため、制度を見
直し、支援のあり方を検討する必要があります。 
公園や花壇や憩いの森の区民管理、ボランティアによる落ち葉清掃など、みど

りの活動に関わる区民は増えています。「みどりのムーブメント」につなげてい
くためには、さらに多くの区民が関わり、地域に根差した活動へと発展させる必
要があります。 
  

令和10年度末の目標 

現状と課題 

練馬のみどりを未来へつなぐ 

戦略計画 16 
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１ みどりの拠点となる大規模な公園づくり【充実】 
拠点づくりを進める長期プロジェクトとして、稲荷山公園は、事業区域を分

けて段階的な整備の検討を進め、第一期事業認可の取得を目指します。大泉井
頭公園では基本計画策定に向けた検討を進めます。 

２ 既存公園の改修・公園トイレのリニューアル【新規】 
各公園の持つ機能や特徴等を踏まえて公園等改修計画を策定し、計画的な改

修を進めます。また、公園のトイレが清潔・快適であることは、公園のみなら
ず練馬区のイメージアップにつながることから、リニューアルに取り組みます。 

３ 重要な樹林地などの保全【充実】 
みどりの軸沿いの樹林地や良好な屋敷林など希少な樹林地は、都市計画緑地

の指定を進めます。また、保護樹木などの所有者の負担軽減と適切な剪定を推
進するため、補助を拡充します。 

４ 地域ぐるみでの沿道緑化の推進【充実】 
道路から見えるみどりを増やすため、沿道緑化を誘導する緑化基準へと見直

します。また、みどりの協定制度の見直しなどを行い、緑化から管理までサポ
ートする仕組みを検討します。 

５ みどりを育むムーブメントの輪を広げる【充実】 
区民が気軽に参加できる活動として、引き続きボランティアによる落ち葉清

掃を行います。ボランティアの中から、活動を支えるサポーターを育成します。 
 公園や憩いの森の区民管理の拡充に向け、地域の団体へ働きかけます。ま                   
た、区民管理している憩いの森が、地域住民から親しまれる森となるよう、地
域住民との交流を促進します。 
みどりを守り育てる区民活動や区の取組などを総合的に紹介する 「（仮称）

ねりまみどりフェスタ」などを開催し、練馬のみどりの魅力を伝える情報発信
を強化していきます。 
 

  

5 年間の取組 
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 住宅等の省エネルギー化や再生可能エネルギー導入の促進、脱炭素型ライフ
スタイルや３Ｒの推進により、区民・事業者と協働して家庭部門のCO2排出削減
の取組を加速 
 
 
 記録的な集中豪雨による自然災害の頻発、台風の大型化による風水害の激甚
化など、気候変動の影響は、身近な生活領域を脅かすものとなっています。 
区民の生命・財産を将来にわたって守るとともに、経済社会活動の持続可能な

発展を支えていくため、脱炭素社会を目指して温室効果ガス削減に取り組むこ
とが必要です。 
練馬区では、CO2排出量の５割以上が家庭部門に由来し、全国と比べて高い割

合になっているため、住宅部門を中心とした取組が必要です。「練馬区環境基本
計画 2023」に掲げた「2030 年度までに、区内 CO2排出量を 2013 年度比 46％
削減」する目標達成に向け、住宅等の消費エネルギー削減や環境に配慮したライ
フスタイルを推進する取組の更なる充実が必要です。また、区立施設等の省エネ
化・再エネ導入など、区の率先した取組の強化も求められています。 
大量生産・大量消費による社会経済活動は、大量廃棄、CO２の排出などにつな

がり、環境への影響が懸念されています。引き続き、区民・事業者と協力して、
ごみの発生抑制・適正排出に取り組んでいく必要があります。 
海洋プラスチック問題やプラスチックの製造・処分に起因する CO２の排出、

諸外国における廃棄物輸入の規制の強化などを背景に、国内でのプラスチック
の資源循環を一層促進することが求められています。令和４年４月に施行され
たプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律では、全てのプラスチッ
クがリサイクルの対象となりました。プラスチックの削減に向けた普及啓発を
図るとともに、区がすでに行っている容器包装プラスチックも含めた全てのプ
ラスチックの回収・資源化に取り組む必要があります。 
 
 
 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

脱炭素社会の実現に向けた環境施策の展開 

戦略計画 17 
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１ 住宅等の消費エネルギー削減【充実】 
新築住宅は、建築物省エネ法による省エネ基準への適合義務や東京都環境確

保条例による太陽光発電設備の設置義務等により、環境性能向上が見込まれる
ため、国や都と連携し、周知啓発を行います。既存住宅に対しては、補助制度
を充実するなど、省エネ化と再エネ導入の促進に重点的に取り組みます。 

２ 環境に配慮したライフスタイルの推進【新規・充実】 
事業者や環境団体等が実施する環境学習プログラムを積極的に活用して、環

境について学び・体験する機会の拡充を図ります。 
リサイクルセンターは、総合的な環境学習拠点を目指し、展示やイベントな

どを通じて、脱炭素の必要性や対策等に係る情報を発信し、区民・事業者の自
主的な行動の支援に取り組みます。 
CO2吸収量の分かる樹木プレートを活用した環境学習、エコライフチェック

のデジタル化、ねりま環境まなびフェスタの本格実施など、子ども向けの環境
学習を充実します。 

３ 区の率先行動【新規・充実】 
区立施設等の新築・改築時は、建物の用途や特性等を踏まえて、原則として

一次エネルギー消費量の30～50％以上の削減を目指します。また、照明のLED
化、高効率設備の導入等による省エネ化、太陽光発電設備等の再エネ導入を推
進するとともに、低炭素電力や再エネ電力の導入割合を高めます。 
第三者所有による太陽光発電設備導入（PPA※1）はモデル事業を検証した後、

本格導入を目指します。公用車は電動車※2への置き換えを進めます。 

４ ごみの減量・資源化の推進【新規・充実】 
「練馬区資源・ごみ分別アプリ」等によるプッシュ型広報や AI チャットボ

ットの導入など、デジタルツールを活用した普及啓発に取り組み、ごみの発生
抑制・適正排出を推進します。 
資源の有効利用と CO2排出量の削減のため、使用済みペットボトルを新た

なペットボトルにリサイクルする「ボトル to ボトル」の取組を、事業者と連
携して進めます。 
プラスチックに係る環境負荷やプラスチックの資源循環に向けた先進的な

取組事例などを講座やイベント等で周知し、区民と協働してプラスチックの削
減に取り組みます。 
容器包装プラスチックに加え、製品プラスチックの回収・資源化を実施しま
す。 
 

 

5 年間の取組 

※１ PPA…発電事業者が電気利用者の建物や敷地などに無償で太陽光発電設備を設置し、電気利用者 
は発電された電気を使い、電気料金を発電事業者に支払う電力契約のこと。 

※２ 電動車…電気自動車（EV）、燃料電池自動車（FCV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）、ハ 
イブリッド自動車（HV） 
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 74万人の人口を擁する住宅都市としての特性を活かした、中小企業の事業活
動の活性化と商店街の魅力づくり 
 
 
 区内には、２万を超える事業所が存在し、多様な企業活動を行っています。 
 産業別の構成では、卸売業・小売業、医療・福祉業、飲食サービス業等の、区
民の日常生活に密着・関連した産業が約 75％を占めています。 
令和４年度に実施した「事業所実態調査」では、様々な業種で、新型コロナウ

イルス感染症や物価上昇等の影響を受けながらも、新たな商品開発を始めとし
た事業拡大等を進めている実態が明らかとなりました。区内経済の発展には、こ
うした意欲ある事業者の更なる事業展開を支援する取組が必要です。 
また、調査では、多くの区内事業者が、自社の商品・サービスの情報発信、デ

ジタル化の取組、人材確保に課題を抱えていることも明らかとなりました。こう
した個別の経営課題の解決に向けた支援の充実も求められています。 
商店会数は、店舗経営者の高齢化や後継者不在により年々減少し、商店会の組

織力が低下しています。一方、商店街の賑わいを創出したい・活性化させたいと
考えている意欲的な商店会や個店が存在しています。意欲ある商店会や個店の
取組への支援を通じて、商店街の更なる活性化につなげていく必要があります。 
 商店街においても、キャッシュレス決済への対応など、デジタル化の推進が求
められていますが、専門的なデジタル知識を持った人材や環境整備に係る資金
が不足しています。商店街のデジタル化推進に向け、令和４年度から展開してい
る「スマート商店街プロジェクト」を練馬区商店街連合会等と連携しながら、更
に充実していく必要があります。 
 
 
 
 
 
 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

意欲ある事業者の支援と商店街の魅力づくり 

戦略計画 18 
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１ 積極的な事業展開に取り組む事業者への支援【新規】 
  新商品・新サービスの開発、新市場への参入等の積極的な事業展開に取り組
む事業者に対して、必要な費用の一部を補助するとともに、中小企業診断士等
で構成する専門家チームが、事業計画の策定・実行を伴走支援します。 

  また、区内大学等と連携して、商品・サービス等の魅力を発信する企業活動
を支援します。 

２ 企業活動のデジタル化への支援【継続・新規】 
練馬ビジネスサポートセンターでの専門相談、デジタル化等支援融資等を

引き続き実施します。また、企業活動のデジタル化を試行できるよう、会計ソ
フト等の業務効率化に資するソフトを設定したタブレット等の無料貸出事業
を新たに開始します。 

３ 人材確保に向けた場を提供【新規】 
  区内事業者と求職者とのマッチングの場として、気軽に参加できる交流会 
や合同説明会を実施するとともに、職場見学ができる機会を設ける等、区内事
業者の人材確保を支援します。 

４ 商店会や個店の意欲に応える３つのサポート【充実】 
個性あふれる意欲的な個店同士が取り組むイベント事業等に対する補助制

度を充実し、魅力ある商店街を増やしていきます。 
個々の商店街活動の枠を超えて、商店会同士や民間企業など多様な主体が連

携して商店街のにぎわいの創出に取り組めるよう、補助制度を充実します。 
空き店舗を活用した、お客が集まる魅力的な店舗の誘致活動に対する支援を

通じて、商店街の魅力向上や活性化につなげます。 

５ スマート商店街プロジェクトの更なる展開【充実】 
SNS 等を活用した魅力発信など「商店街を“知ってもらう”・“来てもらう”」

取組に対する既存の補助制度を充実します。SNS 等を活用したクーポンを配
信するなど「商店街に“また来てもらう”」ための取組を支援し、商店街のデジ
タル化を更に推進します。 

  

5 年間の取組 
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 練馬の魅力である都市農業を振興し、多面的な機能を持つ都市農地を保全 
 
 
東京という大都市の都心近くに立地しながら、練馬区では生活と融合した生き
た農業が営まれています。 
これまで、認定農業者や都市型認定農業者制度の適用、農業体験農園や果樹あ

るファームの経営支援、マルシェの開催や生産緑地の貸借による営農拡大促進
など、農業経営に積極的な農業者へ様々な支援を実施してきました。こうした取
組を今後も継続していく必要があります。 
一方、農業者の中には支援が届いていない方も多くいます。持続可能な都市農

業の実現には、より幅広い層への経営支援が必要です。個々の農業者の状況を把
握し、それぞれに応じた丁寧な支援が求められています。 
生産緑地の貸借は、農地保全や担い手不足の解消に効果的であり、一層の拡充

が望まれます。今後は、新規の就農者や参入事業者向けに支援を検討する必要が
あります。また、農業者の中には、農地を貸すことに対する不安感を持つ方も多
く、制度の更なる理解促進が必要です。 
高松一・二・三丁目地区と南大泉三・四丁目地区の 2地区を「農の風景育成地

区」に指定し、地域の PR 活動や収穫体験などを支援してきました。高松地区で
は「高松みらいのはたけ」を開設しました。今後の地区の保全・育成について、
地域の皆様とともに検討していく必要があります。 
令和元年に開催した世界都市農業サミットや令和５年11月に開催した全国都

市農業フェスティバルの成功により得られた農業者の意欲の高まりや参加都市
との繋がりを維持していくため、参加都市による連携を始め、農業者の機運向上
に繋がる取組を充実させていく必要があります。

令和10年度末の目標 

現状と課題 

生きた農と共存するまち練馬 

戦略計画 19 
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１ 区民が農に親しむ取組の充実【充実】 
農業者と区民が触れ合う「ねりマルシェ」の開催や気軽に摘み取りが楽しめ

る「果樹あるファーム」の PR 支援等を引き続き積極的に推進します。また、
野菜の収穫体験等を行える「ベジかるファーム」の拡充など、区民が農に親し
める取組を充実していきます。 

２ 個々の営農状況に応じた支援【新規】 
ＪＡ東京あおばが計画している全戸訪問や農業委員会の農地調査を活用し

ながら、営農継続に必要な労働力の有無、家族状況、抱えている技術的不安な
どの情報をヒアリングします。個々の状況を把握したうえで、必要に応じて相
談支援を行っていきます。 

３ 農地の借り手となる担い手確保の強化【充実・新規】 
農業者個々の意向や状況に応じた働きかけを強化し、生産緑地の貸借制度活

用を推進します。 
東京都農業改良普及センターと連携し、営農アドバイスやセミナーを開催す

るなど、多様な担い手の確保に努めます。また、新規参入を希望する個人・法
人等向けに、都事業を活用した農業機械・農地整備に要する経費の支援などを
開始します。 

４ 農の風景育成地区における取組の推進 
農の風景育成地区に指定されている高松地区および南大泉地区において、農

業者や地域住民等の活動を引き続き支援し、農地保全に取り組みます。 

５ 農業者と区民の機運の醸成【充実】 
世界都市農業サミットおよび全国都市農業フェスティバルの成果をふまえ、

農業者の意欲向上や区民の理解促進に繋がるイベントの開催について検討し
ます。また、全国都市農業フェスティバルの参加都市との意見交換を継続し、
連携を深めます。 

  

5 年間の取組 
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 文化芸術活動とまちづくりが一体となって展開されることで、日々の暮らし
の中で文化芸術が根付いている 
 
 
これまで、都心に行かずとも、みどりの中で誰もが優れた文化芸術を楽しめる

まちの実現に取り組んできました。こうした取組が評価され、「みどりの風 練
馬薪能」や「真夏の音楽会」は、練馬を代表するイベントとして定着してきまし
た。 
区には、昭和初期から数々の映像作品が生まれてきた歴史があるほか、令和 5

年４月に石神井公園ふるさと文化館長に就任した村上もとかさんをはじめ、多
くの漫画家が居住するなど、映像に関する資源が数多くあります。作品、人、場
所が揃った練馬ならではの取組が期待されています。 
令和５年６月にオープンした「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - 

メイキング・オブ・ハリー・ポッター」には、国内外から年間 300 万人もの来場
が想定されています。さらに、区立美術館は約 7,600 点の収蔵品の活用や大規模
企画展が開催できるよう、美術館再整備基本構想に基づき、令和９年度に美術館
および併設する貫井図書館の全面リニューアルを予定しています。中村橋駅周
辺を「美術館のあるまち」として、まちの魅力をさらに高め、誰もが文化芸術を
楽しめる拠点となるような取組が必要です。 
こういったチャンスを、区の文化芸術の魅力を高める絶好の機会ととらえ、魅

力的な事業展開を行い、効果的に発信することで普段の暮らしの中に文化芸術
を楽しめる機会を充実させていく必要があります。 
「これからの図書館構想」に基づき、区民の身近にある図書館は、知的探求心

を深める情報の充実や多様な学びの機会の提供を図るため、環境を整備する必
要があります。 
 
 
 
 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

みどりの中で優れた文化芸術を楽しめるまち 

戦略計画 20 
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１ 美術館・貫井図書館の全面リニューアル推進【充実】 
美術館再整備基本構想で掲げる「まちと一体となった美術館」、「本物のアー

トに出会える美術館」、「併設の図書館と融合する美術館」の３つのコンセプト
の実現に向け、練馬独自の新しい美術館・図書館を創造します。 
美術館・図書館のリニューアルにあわせて、美術のまち構想に基づき、中村

橋駅周辺の街並み整備等に取り組みます。ハード・ソフト両面から「アートを
感じられるまち」として、魅力を高めていきます。 
美術館リニューアルに向け、「もっともっとアートプロジェクト」を旗印に、

新しい発想によるイベントの開催や、区の文化芸術の魅力を総合的に発信する
広報に取り組みます。 

２ 文化芸術イベントの充実【充実】 
「真夏の音楽会」や「みどりの風 練馬薪能」を引き続き実施します。大谷

康子さんプロデュースによる、野外の開放的な雰囲気の中で音楽を親しむ「ね
りまの森の音楽祭」をはじめ、名誉区民であり、人間国宝である野村万作さん
らの協力により、能楽公演を新たに開催します。また、区ゆかりの芸術家の方々
と連携し、更なる文化芸術の取組につなげます。 

３ 練馬の歴史を活かした映像文化のまちづくり【充実】 
東映やワーナー ブラザースと連携した映画上映会の実施や区ゆかりの漫画

家と連携したイベントの開催など、区の映像文化資源を活かした、誰もが気軽
に楽しめるイベントを実施します。 
映画、アニメ、漫画のコンテンツの活用や、スタジオツアー東京などとの連

携により、子どもの頃から映像文化に触れ、興味を持つきっかけとなる体験授
業の充実を図ります。 

４ 電子図書館の実現に向けた取組の推進【新規】 
区立図書館の利便性を高めるため、利用登録手続きのオンライン申請、利用

カードのデジタル化や電子書籍貸出しサービスを導入します。全児童生徒へ配
備しているタブレットパソコンを使って読書活動等を推進するほか、文字拡大
や音声読み上げ機能などにより障害者や高齢者の読書活動を支援します。 
また、地域資料のデジタルアーカイブ化に取り組みます。 

５ 練馬の魅力を効果的に発信【充実】 
令和５年度から実施している「区内周遊ツアー」のメニューを充実するとと

もに、年間催行本数を増加し、区内の魅力発信につなげます。 
区の魅力発信等を行う拠点である観光案内所の在り方についても、産業振興

公社と連携して検討します。 

5 年間の取組 
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 様々なスポーツを楽しめる施設を整備し、みどりの中で誰もがスポーツの楽
しさを実感できる機会を充実 
 
 
 健康志向の高まりなどを背景に、スポーツに対するニーズが益々大きくなっ
ています。また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会などを契機
として、アーバンスポーツやパラスポーツへの注目が更に高まっています。 
 スポーツ施設の利便性向上に向け、人工芝化や夜間照明の設置などのリニュ
ーアルを行ってきたほか、車椅子テニスに対応した庭球場の新設、車椅子バスケ
などに対応した体育館の床の改修など、パラスポーツに対応した施設の整備も
行ってきました。 
平成 28 年度に初めてユニバーサルスポーツフェスティバルを開催して以来、

内容を充実して地域に展開し、車椅子ラグビー体験会など、多くの人が参加でき
るイベントを開催しています。 
今後も、様々なスポーツに対応した施設の整備やイベントの開催など、身近な

場所でスポーツを楽しめる機会、環境の充実に取り組む必要があります。 
 総合体育館は、昭和47年に練馬区内で最初の区立体育館として開設しました。
老朽化やバリアフリーなど設備環境の改善、競技種目が多様化する中で現状の
施設機能ではニーズに対応できていないといった課題があります。 
 令和４年度にはコロナ禍で中止となっていた練馬こぶしハーフマラソンを４
年ぶりに再会しました。回を重ねるごとに定着し、今では 3,000 人を超える区民
と、日本全国のランナーが 2,000 人も集う屈指の人気を誇る大会へと成長しま
した。引き続き工夫を重ね、魅力あるイベントにしていく必要があります。 
 令和７年に東京での開催を予定している世界陸上競技選手権大会と聴覚障害
を持つアスリートを対象とした国際総合スポーツ競技大会であるデフリンピッ
クは、更なるスポーツ振興の機会となります。主催団体と連携して大会の周知を
行うなど、機運を醸成する必要があります。 
 
 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

みどりの中で誰もがスポーツを楽しめるまち 

戦略計画 21 
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１ 誰もがスポーツを楽しめる環境の充実【充実】 
石神井松の風文化公園を拡張し、フットサル・テニス兼用コートや、スケー

トボード等ができる広場を整備します。令和８年度の開設を目指します。 
総合体育館は、改築に向けて、新しい総合体育館に求められるニーズを把握

するとともに、施設の機能・規模や整備・管理運営に関する事業方式について
調査します。 

２ ユニバーサルスポーツの機会の充実【充実】 
障害のある方もない方もスポーツを楽しめるよう、パラリンピック種目とし

て注目されているボッチャの交流大会を充実し、ユニバーサルスポーツフェス
ティバルを地域に展開します。 
  障害のある方がスポーツを楽しめる環境を充実するため、パラスポーツを
支える指導員の育成に取り組むとともに、活用を図ります。 

３ 練馬こぶしハーフマラソンの魅力向上【充実】 
練馬こぶしハーフマラソンは、令和 5 年 5 月に新たに開園した練馬城址公

園を取り込んだコースを設定するなど、ランナーや沿道で応援する方に更に楽
しんでいただけるよう工夫を重ね、魅力ある大会を開催していきます。 

４ 世界陸上およびデフリンピック開催を見据えた取組【新規】 
令和７年に、世界陸上競技選手権大会およびデフリンピックが東京で開催さ

れます。大会の広報に協力するなど、主催団体と連携して大会の機運を醸成し
ていきます。 

  

5 年間の取組 
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区内の至るところで広がっている区民の自発的な活動が、更に活発に行われ

るよう協働の取り組みを深化 
  
 
 区政最大のパートナーである町会・自治会は、防犯・防災活動や掲示板による
情報提供など様々な活動により地域の暮らしを支えています。一方で、加入率の
減少、役員のなり手不足、高齢化による後継者不足等、様々な課題に直面してい
ます。 
 コロナ禍により縮小傾向にあった町会・自治会活動は徐々に再開しつつあり
ます。今後も円滑に活動できるよう負担軽減を図るとともに、相談支援体制を更
に充実していく必要があります。 
 これまで、区民等の自由な発想から生まれた協働のアイデアを具体化するた
め、「協働事業提案制度」や「地域おこしプロジェクト」などの事業を展開して
きました。区内各所では、「街かどケアカフェ」や「みどりを育むムーブメント」
など、様々な分野で区民と区が協働した取組が広がっています。こうした協働の
取組をより広範に、深化させるための支援の強化が必要となっています。 
 外国人区民は令和５年１月１日時点で２万 813 人となっています。コロナ禍
などにより一時減少に転じましたが、令和４年３月の入国規制緩和後、再び増加
傾向にあります。外国語に対応した相談窓口の設置、SNS をはじめとした多言
語での情報発信、日本語教室の主催、日本人との交流イベントなど、外国人の暮
らしを支えるための取組を進めてきました。日本は今後も外国人の増加が見込
まれていますが、外国人受入れに関する国の政策は大きな進展が見られない状
況です。現実を受け止め、基礎的自治体にできる取組を進めていく必要がありま
す。 
 
 
 
 
 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

地域コミュニティの活性化と区民協働の推進 

戦略計画 22 
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１ 町会・自治会の相談体制の強化【新規】 
課題解決に向けた助言等を行うコンサルタントの派遣など、各町会・自治会

の状況に合わせたきめ細かな支援を行うための相談体制の強化に取り組みま
す。 

２ 町会・自治会のデジタル技術活用支援 
  町会・自治会によるデジタル技術を活用した負担軽減や加入促進の取組を
支援するため、SNS を活用した情報共有や魅力発信に関する講習会の開催や
専門知識を持つアドバイザーの派遣等を実施していきます。 

３ 地域で活動する団体等への支援 
町会・自治会、NPO・ボランティア団体等の地域活動団体が安定的に事業継

続できるよう、区民協働交流センター等において、地域で活動したい区民に
様々な団体の活動を紹介するなど、団体とのつながりづくりをサポートします。
また、地域活動に関する相談や、資金調達、広報、企画など地域活動に必要な
スキルを学べる講座などを開催していきます。 

４ 地域活動に参加する区民等への支援 
地域活動に役立つ知識やスキルを学ぶ「つながるカレッジねりま」のプログ

ラムの充実を図り、より多くの人材を地域で活動する団体につなげていきます。 
また、地域で活動する団体を区民が知り、団体同士がつながるきっかけとな

る「練馬つながるフェスタ」を、区内６か所の地域で開催していきます。 

５ 「ねりま協働ラボ」の実施【新規】 
区とともに地域課題に取り組む団体・アイデアを募集するとともに、町会・

自治会や、NPO・ボランティア団体等がコラボして取り組むプロジェクトを支
援し、地域活動への新たなチャレンジを後押しします。 

６ 外国人に開かれた地域づくり【新規・充実】 
国籍や言語、文化などの違いも受け入れて、だれもが心豊かに暮らせるよう、

外国人に開かれた地域づくりに向けた新たな方針を策定します。 
日本語講座・日本語教室ボランティア養成講座の定員を拡充し、外国人が地

域で安心して生活できるよう、日本語学習の場を充実します。 
 

 

5 年間の取組 
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DX推進による区民サービスの向上と効率的な区政運営の実現 

 
 
コロナ禍において、オンラインサービスやテレワークが普及する一方、行政の

デジタル化の遅れが顕在化しました。少子高齢化や人口減少が進み、労働力不足
も懸念されています。限られた財源、職員で多様化する区民ニーズに応えるため
には、デジタルやデータを活用し、サービスや業務を抜本的に変革する DX を推
進する必要があります。 
令和５年３月に、区民の更なる利便性向上と業務の効率化に職員が一丸とな

って取り組むため、「DX 推進方針」を策定しました。方針に基づき、“行かない・
書かない”デジタル区役所を実現するため、オンラインによる手続きや相談、キ
ャッシュレス決済の拡大などに取り組んでいます。 
デジタル化を進める上では、高齢者や障害者など、誰もがデジタルサービスを

利用できるようにすることが重要です。また、区内事業者や商店街、町会・自治
会など、地域社会のデジタル化に向けた支援が求められています。 
区においても、アナログな業務から脱却するため、AI や RPA※１、ノーコード

ツール※２などの活用を全庁に拡げ、業務 DX を加速しています。モバイルワー
クやペーパーレス会議など、場所に捉われない効率的かつ柔軟な働き方ができ
る環境を整備する必要があります。DX を進めるためには、専門人材の確保や、
デジタルを活用した業務改革を実践できる職員を育成することが重要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和10年度末の目標 

現状と課題 

DXで区民と区政を直につなぐ 

戦略計画 23 

※１ RPA…Robotic Process Automation の略。人間が手作業で行っているパソコン操作を、自 
動化することができる仕組み。 

※２ ノーコードツール…プログラミングの知識やスキルがなくても、アプリやWeb サービ 
スが開発できるツール。 
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１ “行かない・書かない”デジタル区役所の実現【新規・充実】 

（１）手続き・相談のオンライン化の推進 
   窓口に行くことが難しい子育てや介護に携わる方々、働く世代などが、場

所や時間を選ばず、パソコンやスマホから手続き・相談ができるよう、オン
ライン化を進めます。来庁された場合でも、デジタルを活用して書かない窓
口を実現し、手続きの負担を軽減します。利用者からの問い合わせに、AI が
対話形式で応答するチャットボットの対応分野を拡大します。 

（２）施設利用の利便性向上 
   施設利用に係る運用を見直し、利用登録がオンラインでできるなど、使い

やすい新たな予約システムを構築します。施設使用料のあり方についても
検討を進めます。 
窓口や券売機等での施設使用料の支払いにキャッシュレス決済を順次導

入し、利便性を高めます。 

（３）電子図書館の実現に向けた取組の推進 
   利用登録のオンライン化や利用カードのデジタル化など、新たな図書館

情報システムを構築します。オンラインで閲覧できる電子書籍サービスを
導入し、区民の利用を促進するとともに、文字拡大や音声読み上げなどの機
能により、障害者や高齢者の読書活動を支援します。 
また、地域資料のデジタルアーカイブ※３化に取り組みます。 

（４）情報発信手段の充実 
   SNS やアプリを活用し、一人ひとりのニーズに合わせた情報をプッシュ

型で発信します。防災分野では、区民の具体的な行動変容につながるよう、
区ホームページ内防災・防犯コンテンツの改訂やオンデマンド防災学習コ
ンテンツの作成・配信に取り組みます。 

（５）高齢者・障害者等のデジタル利活用支援 
   高齢者等が身近な場所で繰り返しスマホの操作を学べる機会や、一人ひ

とりのニーズに対応する個別相談会を充実します。障害者の情報取得や意
思疎通を助けるツールの相談・体験や貸出、操作方法のサポートを行います。 

   障害者施設において、自主生産品の販路拡大や魅力的な商品開発を後押
しするため、電子決済の導入やホームページの作成などを支援します。 

 

5 年間の取組 

※３ デジタルアーカイブ…有形無形の文化資源などをデジタル情報として保存し、データを公 
開することで、多くの人がインターネット上で共有・利用できる仕 
組みのこと 
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（６）マイナンバー制度の活用 
   区民の事務手続きの負担軽減と利便性向上のため、今後もマイナンバー

を積極的に活用します。 
マイナンバーカードの公的個人認証による本人確認を活用した申請・手

続きを拡大します。 
健康保険証機能の登録など、引き続き窓口で適切な支援を実施するとと

もに、国の施策と連動しながら、カードの普及促進、利便性向上に取り組み
ます。 

（７）データ利活用によるプッシュ型サービスの提供 
歩数や睡眠時間などのデータからＡＩがフレイルリスクを点数化し、健康

行動等を促すアドバイスを表示するアプリの配信を行います。区が保有する
医療・健診・介護などのデータを活用して、健康上に不安を抱える方の支援
を行う「高齢者みんな健康プロジェクト」に引き続き取り組みます。 

（８）オープンデータの充実 
   オープンデータ※4を機械判読可能な形式に統一するなど、より使いやす

く整備するとともに、データセット（情報量）を拡大し、区民や事業者等の
活用促進につなげます。区の保有するデータを視覚的に分かりやすい形で
公開するデータダッシュボード※5の取組を進めます。 

（９）地域社会のデジタル化支援 
   企業活動のデジタル化への支援やスマート商店街プロジェクトの更なる

展開、町会・自治会のデジタル活用支援に取り組みます。 

２ アナログからデジタルへの業務改革【新規・充実】 

（１）デジタルツールの活用による業務DX 
AI や RPA、ノーコードツールを活用するとともに、業務フローを可視化

した事務処理手順を基に、業務プロセスを見直し、生産性向上と業務効率化
を進めます。 
施設整備などの業務においても、図面や設計図のペーパーレス化・データ

共有に取り組みます。 
生成 AI※6 やメタバースなど、新たなデジタル技術の活用に向けて検討を

進めます。 
 
 
 

※４ オープンデータ…区の保有する公共データを、区民等が活用しやすいように、機械判読性 
が高いデータ形式により公開されたデータのこと。 

※５ ダッシュボード…オープンデータを活用し、グラフなど直感的で分かりやすい形に可視化 
した資料。 

※６ 生成 AI…画像、文章、プログラムコードなど様々なコンテンツを生成することができる人 
工知能。大量のデータを学習した学習モデルが、人間が作成するような絵や文章 
を生成することができる。 
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（２）データ利活用の環境整備 
根拠（エビデンス）に基づく政策立案（EBPM※７）を推進するため、必要

なデータを収集・加工・分析できる環境整備についての検討を進めます。 

（３）標準システムによる利便性向上と業務効率化 
   住民基本台帳や住民税など 20 業務について、国が整備するガバメントク

ラウドを活用した標準システムへ移行するとともに、業務プロセスの見直
しを行い、区民サービスの向上と業務効率化に取り組みます。練馬区共通基
盤（データセンター）からガバメントクラウドへの移行など、クラウド活用
のあり方を検討します。 

（４）多様な働き方の実現に向けたデジタル基盤の整備 
事務用パソコンの一斉更新に合わせて利用環境を見直し、フリーアドレ 

スやペーパーレス会議、モバイルワークに取り組みます。場所に捉われない
効率的かつ柔軟な働き方を実現します。 
モバイルワークや Web 会議など、働き方の変化に伴い、新たなセキュリ

ティリスクが発生していることから、セキュリティポリシーを改定するなど、
高度なセキュリティ対策を講じていきます。 

（５）DXを進める職員の確保・育成 
都が令和５年７月に設立した外部団体「GovTech 東京」の人材シェアリン

グを活用した外部人材の確保や、今後開始される常勤の ICT 職の採用に向け
た検討を進め、DX を推進する体制の強化を図ります。 
業務知識とデジタルスキルを兼ね揃え、DX を推進する中心的役割を担う

職員を育成するため、業務にデジタルを取り入れるスキルや、データを活用
するスキル等の習得に必要な研修を実施していきます。 

 

※７ EBPM…Evidence Based Policy Making の略。根拠に基づく政策立案。 
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巻末資料 
１ 練馬区の人口動向分析 
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１ 練馬区の人口動向 

 （１） 人口の推移 
①区の総人口の推移 
総人口は増加傾向にありましたが、令和４年はコロナ禍の影響もあり、減少に転じています。 
令和５年は再び人口増加に転じています。 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

②年齢構成で見てみると・・・・・ 
総人口を 4 つの年齢区分別の構成比で見てみると、後期高齢者人口比率が上昇している一

方、年少人口比率は一貫して低下しています。少子高齢化が確実に進んでいます。 
  

（出典）練馬区「住民基本台帳人口」より作成 

（出典）練馬区「住民基本台帳人口」より作成 

89,481 88,930 88,561 88,479 88,365 88,142 88,117 87,955 88,000 87,649 86,855 85,943 
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■区の総人口推移（平成24年～令和５年）※各年１月１日時点

年少人口（0-14歳） 生産年齢人口（15-64歳） 前期高齢者人口（65-74歳） 後期高齢者人口（75歳-)

（人）

12.6% 12.5% 12.5% 12.4% 12.3% 12.2% 12.1% 12.0% 11.9% 11.8%

11.8% 11.6%

19.6% 20.3% 20.8% 21.3% 21.6% 21.7% 21.8% 21.8% 21.7% 21.8% 22.0% 22.0%
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11.9% 12.3%

67.7% 67.2% 66.7% 66.3% 66.2% 66.1% 66.1% 66.2% 66.4% 66.4% 66.3% 66.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

2.5%

7.5%

12.5%

17.5%

22.5%

27.5%

32.5%

37.5%

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

■年齢四区分比率でみた人口推移（平成24年～令和５年）

年少人口比率
（0-14歳）

高齢者人口比率
（65歳-）

後期高齢者人口比率
（75歳-）

生産年齢人口比率
（15-64歳）
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■区の総人口推移（平成24年～令和５年）※各年１月１日時点
（日本人・外国人別）

日本人人口 外国人人口

日本人

 
③日本人、外国人別で見てみると・・・・・ 
外国人人口は、東日本大震災の影響により一時的に減少しましたが、その後増加傾向が続き、

平成 27 年以降は 1,000 人を超える増加が続きました。令和２・３年はコロナ禍の影響を受け、
減少に転じました。令和 5年は再び増加に転じています。 
また、日本人人口は令和３年以降減少に転じています。 

 
  

いずれも（出典）練馬区「住民基本台帳人口」より作成 

（人） 
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（人） 
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2,750 
3,343 2,842 2,950 2,541 

5,165 

2,026 

-442 
-1,428 -87 -895 -277 

118 

694 

1,110 1,760 1,818 
1,413 

1,837 

-1,362 
-1,299 

1,984 

+831
+623 +1,359

+1,950

+3,444

+4,453 +4,602 +4,768

+3,954

+7,002

+664

-1,741

+556

-50,000

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

0

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

■区の年間の人口増減数（平成22年～令和４年）
（日本人、外国人別、各年1月1日時点の人口間で比較）

人口増減数（日本人） 人口増減数（外国人）

（人） 
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（2） 人口増加の要因  
人口が増減する要因には、「①自然動態（出生・死亡）によるもの」と「②社会動態（転入・転
出）によるもの」の２つがあります。 

①自然動態の状況 
出生数は 6,000 人前後で推移してきましたが、平成 28 年ごろから減少傾向にあります。一

方、死亡数は年々増加しています。平成 29 年に初めて自然減に転じ、その後減少幅が拡大し
ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

区の合計特殊出生率※は、平成 28 年に都を下回り、その後下落傾向が続いています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※合計特殊出生率…15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの  
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■国・都・区の合計特殊出生率の推移（平成24年～令和3年）

国・合計特殊出生率 都・合計特殊出生率 区・合計特殊出生率

（出典）「ねりまの保健衛生」より作成 

（出典）東京都福祉保健局「人口動態統計」より作成 

384 571 575 469 245 
-185 -431 -668 -942 -1,314 
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■自然増減(出生数ー死亡数)の推移(平成24年～令和３年)

出生数 死亡数 自然増減

（件）
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②社会動態の状況 
平成 24 年以降転入超過が続いていますが、コロナ禍の影響を受け、令和２年以降、転入者

数が減少しています。 
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■社会増減（転入者数ー転出者数）の推移（平成24～令和４年）※日本人のみ

転入者数 転出者数 社会増減(右軸)

（出典）総務省「住民基本台帳人口移動報告」より作成 

（件） （件） 
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２ 練馬区の人口の特徴  

 （１） 周辺自治体との比較 ～年齢構成比でみてみると～ 
練馬区と周辺自治体の人口を年齢三区分別の構成比率で比較しています。区部平均と比較する
と、年少人口比率が高い一方で、高齢者人口比率は若干高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 （２） 周辺自治体との比較 ～「子育て世帯」が多い～ 
総世帯に占める「15 歳未満世帯員のいる世帯」の比率でみると、14.8%と比較的高い値となっ
ています。練馬区は子育て世帯の多い自治体と言えます。 

 

  

14.1% 13.4%
14.8%

9.4%
11.7% 12.4%

9.8%

12.7%
14.7% 13.9%

16.6%

東京都 区部 練馬区 中野区 杉並区 板橋区 豊島区 大田区 世田谷区 足立区 江戸川区

■総世帯に占める15歳未満世帯員のいる世帯の比率

（出典）東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口（令和５年 1 月）」より作成 

（出典）総務省「令和２年国勢調査」より作成 

11.3 11.1 11.6 11.6 9.0 10.6 10.4 9.1 11.9 12.1 

66.1 67.6 66.4 68.0 70.9 68.4 66.4 71.3 65.7 63.7 

22.7 21.4 22.0 20.4 20.1 21.1 23.2 19.6 22.4 24.2 
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東京都 区部 練馬区 世田谷区 中野区 杉並区 板橋区 豊島区 武蔵野市 西東京市

■年齢三区分比率（周辺自治体との比較）

年少人口比率（0-14歳） 生産年齢人口比率（15-64歳） 高齢者人口比率（65歳-）
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■区の人口増減 各月推移（令和３年～５年）

令和3年 令和4年 平成5年

３ 直近の人口動向 
区の人口は、例年３・4 月に進学・就職に伴う転入により人口が大きく増加する傾向にありま
す。令和３年はコロナ禍の影響を受け、３・４月のほか 6月を除き人口減となりました。令和４・
５年は令和３年と比較すると、回復の傾向が見られます。 
 
※令和５年は１月から 10月までの推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
コロナ禍の影響により、区の人口増を支えてきた区外からの転入超過数と外国人人口のいずれ
もが減少しました。 
外国人人口が再び増加に転じていますが、令和３年以降、日本人人口の減少が続いているなど
人口動向は変化しつつあります。 
今後の人口動向を引き続き、注視していく必要があります。 
  

（出典）練馬区「住民基本台帳人口」より作成 

（人） 
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85,943 82,799 79,109 78,749 78,807 78,570 77,720 

490,697 493,430 489,049 477,174 467,358 462,103 459,164 

71,602 70,891 84,197 97,385 99,341 90,812 84,394 

90,672 96,829 94,447 95,820 103,700 115,582 121,969 

738,914 743,949 746,802 749,128 749,206 747,067 743,247 
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■総人口の将来人口推計（令和5(2023)年～令和35(2053)年）

年少人口（0-14歳） 生産年齢人口(15-64歳) 前期高齢者人口(65-74歳) 後期高齢者人口（75歳-）

４ 練馬区の将来人口推計 

  今後の区の施策を考えるにあたって、人口の現状分析と合わせて重要となるのが、将来人口の
推移です。区では、令和５年 1 月の住民基本台帳人口を基準人口とし、人口推計を行いました。 

 
（１） 近年の傾向を踏まえた人口推計 
 ①総人口の推移 

総人口は、約 20 年後の令和 23年に約 75 万人に達し、その後、減少に転じる見込みです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
②総人口の年齢構成比の推移 

  人口推計を４つの年齢区分別の構成比で見てみると、年少人口比率、生産年齢人口比率が低下
し、高齢者人口比率、後期高齢者人口比率が上昇していることが分かります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 年後 20 年後 30 年後 
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■年齢四区分比率でみた将来推移（令和5(2023)年～令和35(2053)年）

年少人口比率
（0-14歳）

高齢者人口比率
（65歳-）

後期高齢者人口比率
（75歳-）

生産年齢人口比率
（15-64歳）

10 年後 20 年後 30 年後 

（人） 令和 23 年 749,614
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③総人口の推移（日本人・外国人別） 

  日本人の人口は、５年後の令和 10 年をピークに約 72.1 万人に達し、その後、減少に転じます。
外国人の人口は、30 年後の令和 35年に約 4.6 万人に達し、その後も増加していくことが予測さ
れます。総人口は、令和 10 年から減少が見込まれる日本人人口を、外国人人口が補う形で令和
23 年まで増加を続け、その後は緩やかに減少していくことが予測されます。ただし、外国人の移
動は、国の施策、社会情勢、景気動向、自然災害等により大きく変動するため推計値が上下にぶ
れる可能性があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪推計手法≫ 

  人口推計については、コーホート要因法により行いました。コーホート要因法とは、出生・死
亡・社会移動について、将来の仮定値を設定し、基準時点の人口から将来人口推計を行うことで
す。区では仮定値について下記の通り設定しました。 

  
設定項目 設定内容 

コーホートの単位 性・１歳階級別人口 
基準人口 令和５年１月 1日時点の住民基本台帳人口 
生残率 令和２年都道府県生命表（東京都分） 

社会移動率 
平成 30 年～令和４年の平均値に対する 

令和元年～令和５年の平均値（日本人・外国人別） 
女性こども比 
（出生） 

平成 30 年～令和５年の 15～49 歳までの 
女性人口に対する 0歳人口比率（日本人・外国人別） 

0 歳児性比 
平成 30 年～令和５年の０歳児人口の 
男女比率（日本人・外国人別） 

718,101 720,503 719,447 716,704 712,236 705,746 696,790 

20,813 23,446 27,355 32,424 36,970 
41,321 46,457 

738,914 743,949 746,802 749,128 749,206 747,067 743,247 
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■総人口の将来人口推計（日本人・外国人別）（令和5(2023)年～令和35(2053)年）

日本人 外国人

10 年後 20 年後 30 年後 

令和 23 年 749,614（人） 
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（２）大江戸線延伸を考慮した人口推計 
 ①延伸地域における人口増加の試算 

大江戸線の延伸は、鉄道空白地域を改善し、区が更に発展するために欠かせない事業です。延
伸地域は、区内の他の地域と比べると建物の利用容積率などが低く、空地等も多い状況です。 
こうした地域が、大江戸線の延伸によって、類似する区内の地域と同水準の土地利用が図られ
ることにより、人口の増加が見込まれます。 
事業予定者である東京都は、令和５年３月に庁内検討プロジェクトチームを設置し、検討を進
めています。第３次ビジョンの計画期間は令和 10 年度までであり、今後の区の施策の検討にあ
たっては、大江戸線の延伸によって見込まれる人口増加も考慮する必要があります。区において、
下記方法により延伸地域における人口増加の試算を行いました。その結果、延伸地域では、約２.1
万人増加するという試算結果が出ました。 
 

≪試算方法の概要≫ 
① 大江戸線延伸地域を「終着駅周辺地域」、「中間駅周辺地域」、「その他延伸地域」の 3つの
地域に区分する。これらの地域が、区内の他の駅周辺地域等（モデル地域）と同水準の土地
利用が図られると想定する。 

地域区分とモデル地域 
地域区分 町丁目 モデル地域 

 終着駅周辺地域 
(仮称)大泉学園町駅 

大泉学園町４～７丁目  大泉学園駅および石神井
公園駅周辺 

 
中間駅周辺地域 
(仮称)大泉町駅 
(仮称)土支田駅 

大泉町３丁目、高松６丁目、
土支田１・２丁目 

 区内の 11 駅周辺地域 
（練馬高野台駅など） 

 その他延伸地域 

大泉町１・２、４～６丁目、
大泉学園町１～３、８・９丁
目、西大泉 4 丁目、土支田
３・４丁目、三原台２丁目、
谷原３・４・６丁目 

 
上記および練馬駅等周辺
を除く地域 

大江戸線延伸地域（今回の試算対象区域）とモデル地域 
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② 以下の３ケースを考慮し、延伸地域の増加人数を用途地域※別に算出する。 
（「練馬区の土地利用（平成 31年 3月）」のデータを活用） 
● 延伸地域のまちづくりによる人口増 

延伸地域における用途地域の変更と道路整備に伴う宅地面積の変化分を考慮し、モデ 
ル地域の利用容積率と延床当たり人口密度を用いて、増加人口を算出。 
● 土地利用の高度化による人口増 
モデル地域の利用容積率と延床当たり人口密度を用いて、増加人口を算出。 

● 農地・空地から宅地への土地利用転換による人口増 
延伸地域の農地・空地率がモデル地域の農地・空地率が低い場合、その差分が宅地へ

転換すると仮定し、増加人口を算出。 
 
③ 試算の結果、「終着駅隣接地域」は約 0.2 万人、「中間駅隣接地域」は約 0.5 万人、「その他

の延伸地域」は 1.4 万人増加し、合計約 2.1 万人増加する可能性があると推計した。 
 
※用途地域…都市計画法の地域地区のひとつで、建築物の用途の無秩序な混在を防ぎ、合理的な都市機能の維 

持・増進を図ることを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を 

定めるもので、第一種低層住居専用地域など 13 種類があり、区では、9 種類を指定している。 
  
②大江戸線延伸を考慮した人口推計の試算方法 
 ①の延伸地域における人口増加の試算結果を踏まえ、区において下記のように前提条件を設定し、 
大江戸線延伸を考慮した人口推計を行いました。  
≪試算方法≫ 

年次 前提条件 

令和８～17 年の推計 

・P113の延伸地域における人口増加の試算結果、約2.1 万人を使用。 
・令和７年度に大江戸線延伸の事業化が決定※され、令和８年～令和
17年の 10年間で約 2.1 万人が増加すると仮定。 
・約 2.1 万人を 10 年間で等分し、近年の傾向を踏まえた人口推計の
値に加算して算出。 

・10 年間の増加人口については、自然動態（出生・死亡）の影響は
考慮し、社会移動（転出）はないものと仮定。 

・増加人口の年齢、男女比、日本人・外国人比については、近年の練
馬区への転入者の傾向を踏まえて仮定。  

※開業時期は鉄道事業者が決定します。事業予定者の東京都は事業化の課題と解決策

を検討しています。現時点で開業時期は示されていません。 

令和 18～22 年の推計 

・延伸地域における人口増加（令和8年～令和17年）がその後の社会移
動や自然動態（出生）に影響を与えると想定。令和 12 年～令和 17 年
の社会移動率・女性こども比（出生率）が、令和18年～令和22年の5
年かけて、P111 の近年の傾向を踏まえた人口推計の設定値に戻ると仮
定し推計。 

令和 23 年以降の推計 
・P111 の近年の傾向を踏まえた人口推計と同様の設定値（社会移動 
率・女性こども比（出生率）等）で推計。 
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■総人口の将来人口推計（令和5(2023)年～令和35(2053)年）

年少人口（0-14歳） 生産年齢人口(15-64歳) 前期高齢者人口(65-74歳) 後期高齢者人口（75歳-）

 ③総人口の推移 
  大江戸線延伸を考慮した人口推計では、総人口が、約 20年後の令和 26 年に約 77.9 万人に達
し、その後、減少に転じる見込みです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
④総人口の年齢構成比の推移 
 大江戸線延伸を考慮した人口推計を、４つの年齢区分別の構成比で見てみると、年少人口比率、
生産年齢人口比率が低下し、高齢者人口比率、後期高齢者人口比率が上昇していることが分かり
ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 26 年 778,777 人 

10 年後 20 年後 30 年後 

（人） 
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■年齢四区分比率でみた人口推移（令和5(2023)年～令和35(2053)年）

年少人口比率
（0-14歳）

高齢者人口比率
（65歳-）

後期高齢者人口比率
（75歳-）

生産年齢人口比率
（15-64歳）

10 年後 20 年後 30 年後 
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近年の傾向を踏まえた人口推計 大江戸線延伸を考慮した人口推計

(R26)

(R23)

⑤総人口の推移（日本人・外国人別） 
 大江戸線延伸を考慮した人口推計では、日本人の人口が、15 年後の令和 20 年頃をピークに約
74 万人に達し、その後、減少に転じます。外国人の人口が、30 年後の令和 35 年に約 5.2 万人に
達し、その後も増加していくことが予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 
       
⑤近年の傾向を踏まえた人口推計と大江戸線延伸を考慮した人口推計の比較 
   近年の傾向を踏まえた人口推計では、令和 23年をピークに約 75万人に達すると予測されま 
す。一方、大江戸線延伸を考慮した人口推計では、令和 26年をピークに約 77.9 万人に達すると、
予測され、その差は約 2.9 万人となっています。 

 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
  
 
 
 

  

718,101 726,026 734,633 740,138 737,984 732,694 724,972 

20,813 24,238 29,498 35,778 
40,761 45,918 52,266 

738,914 750,264 764,131 775,916 778,745 778,612 777,238 
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令和15年
（2033）
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令和30年
（2048）

令和35年
（2053）

■総人口の将来人口推計（日本人・外国人別）（令和5(2023)年～令和35(2053)年）

日本人 外国人

令和 26 年 778,777 人 

10 年後 20 年後 30 年後 

■総人口の将来人口推計（令和 5(2023)年～令和 35(2053)年） 
 

（人） 

（人） 
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２ 財政状況 
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１ 日本経済の情勢 

 （１） 経済 
新型コロナの急速な感染拡大により、令和２年度の国内総生産（GDP）の対前年度成長率は、

マイナス 4.1%と落ち込みました。令和３年度以降、景気は持ち直しの動きが続き、令和５年
度は 4.8%が見込まれますが、物価上昇が続き、経済の先行きは不透明感が増しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （２） 国の財政状況 
国の普通国債残高は累増し、債務残高の対 GDP比は先進諸国で最悪の水準が見込まれます。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

(出典) 令和４年度まで｢内閣府国民経済計算｣ 
令和５年度は「内閣府 2023 年４～６月 四半期別ＧＤＰ速報（令和５年９月８日公表 ２次速報値）」 

 

670 
774 

853 
947 

1,068 

H23 H26 H29 R2 R5

■普通国債年度末残高 (兆円)

258.2

122.2 106.2
67.2

111.4 140.3
105.1

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア カナダ

■債務残高の国際比較(対GDP) (%)

いずれも(出典)「日本の財政関係資料（令和５年 4 月財務省）｣より作成  

1.1

△ 3.6 △ 2.4

3.3
0.5 0.6 2.7

△ 0.4

1.7 0.8 1.8
0.2

△ 0.8 △ 4.1

2.6 1.4
4.8

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

(％)

(年度)

■実質GDP成長率
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２ 区財政の状況 

 （１） 歳入の状況 
① 歳入構造 
区の歳入の５割以上は、景気動向の影響を受けやすい特別区財政調整交付金と特別区税が
占めています。 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

② 歳入一般財源の推移 
区の歳入の５割以上は、景気動向の影響を受けやすい特別区財政調整交付金と特別区税が 
占めています。区の歳入一般財源は、令和２年度はコロナ禍の影響で減少したものの、令和
３・４年度は増加傾向です。法人税収が堅調に推移したことなどによる、特別区財政調整交
付金の増収が主な要因です（令和４年度は、対前年度 81 億円増）。 
経済の先行きは不透明さを増しています。交付金は景気動向の影響を受けやすく、今後も 
同様の傾向が続くかは不明です。 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

特別区財政調整交付金
928 億円（31％）

特別区税
698 億円（23％）地方消費税交付金

160 億円（5％）

その他一般財源
63 億円（2％）

国庫支出金
578 億円（19％）

都支出金
284 億円（10％）

繰入金
66 億円（2％）

特別区債
64 億円（2％）

その他特定財源
146 億円（5％）

■令和５年度一般会計歳入予算

【歳入総額】 
2,987 億円 

特別区財政調整交付金 
特別区税が 

５割以上を占める 

1,588 1,685 1,652 1,671 1,701 1,773 1,724 
1,823 1,925 

822 839 830 827 866 929 843 912 993 

630 642 649 658 674 675 693 698 715 

136 204 173 186 161 169 188 213 217 0

500

1,000

1,500

2,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

■練馬区 歳入一般財源の推移（直近10年間の決算状況）

一般財源 特別区交付金 特別区税 その他一般財源

81億円増

（億円）

（年度）
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③ 不合理な税制改正の影響 
国は税収偏在を名目に、特別区からの財源の収奪を繰り返しています。練馬区は、特別区
長会や東京都と力を合わせ、率先して、国に制度の廃止を含めた抜本的な見直しを求めてい
ます。 
不合理な税制改正の影響より、法人住民税の一部国税化に伴う特別区財政調整交付金の減
収が見込まれています。また、ふるさと納税制度の影響により、特別区民税の減収が年々拡
大しています。令和５年度は 44.5 億円の減収が見込まれています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

(出典)｢不合理な税制改正等に対する特別区の主張（令和５年度版）（令和５年 10 月特別区長会）｣ 
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418

371
1,172

2,124
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5,151
7,036

9,873
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16,115

0
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

■特別区全体 不合理な税制改正による影響額
法人住民税一部国税化 ふるさと納税 地方消費税清算基準見直し 累計

単年度 累計

※単年度（棒グラフ）は左軸、
累計額（折れ線グラフ）は右軸を参照

(億円)(億円)

累計１兆円を突破

0.1 0.1 0.1 1.0 0.3 0.4 1.2 
6.7 

12.5 
16.5 

22.0 23.6 
29.6 

37.5 

44.5 

0

10

20

30

40

50

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R２ R３ R４ R５

（億円） ■練馬区 ふるさと納税による特別区民税の減収額

「ふるさと納税枠」を約２倍に拡充（H27.1.1から）
ふるさと納税ワンストップ特例制度創設（H27.4.1から）

①基準適合にかかる総務大臣による指定制度の創設
②返礼品は寄付額の３割以下、地場産品とする
（いずれも、R1.6.1から）

累計
196.1億円

※令和４年度までは決算額。令和５年度は決算見込額（R5.7.1時点）
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（２） 歳出の状況

① 歳出構造 
区の裁量で削減が困難な義務的経費が約５割であり、このうち大半を扶助費が占めていま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

② 社会保障関係費の増加 
保育関係費を中心とする、主な社会保障関係費は、10年間余で倍増しています。 
今後も、少子化対策や高齢化の進行などによる増加が見込まれます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

投資的経費
296 億円
（10％）

その他経費
1,166 億円
（39％）

人件費
449 億円
（15％）

扶助費
1,030 億円
（34％）

公債費
46 億円
（2％）

義務的経費
1,525億円
（51％）

■令和５年度一般会計歳出予算

義務的経費

1,525 億円 
（51％） 

歳出予算総額 
2,987 億円 

221 

生活保護費
316 

51 障害者自立支援給付費

145 
82 

介護保険・後期高齢者医療会計操出金 173 

95 

保育関係費

335 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

■主な社会保障関係費の推移(億円) 

H20:449 億円 

R4：969 億円 

(年度) 
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③ 老朽化が進む公共施設への対応経費の増加 
老朽化した区立施設が一斉に更新時期を迎えており、改修・改築経費の更なる増加が見込
まれます。さらに、建築コストの上昇による経費の増加も見込まれます。 
 
 

 

 

 

 

1
4

6 5

10

6

2

6
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1
2
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1
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2

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

■建築後60年を迎える施設数

学校 学校以外
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施策の体系と戦略計画・個別計画の関連図参 考

施 策施策の柱

14 教育の質の向上

12 子どもと子育て家庭の支援の充実

15 家庭や地域と連携した教育の推進

16 支援が必要な子どもたちへの取組の充実

13 子どもの居場所と成長環境の充実

11 子どもの教育・保育の充実

１ 子どもたちの笑顔輝くまち

関連する

戦略計画

３ 安心を支える福祉と医療のまち

33 地域福祉の推進

34 医療環境の充実

32 生活の安定に向けた自立の応援

35 健康づくりの推進

31 障害者の地域生活を支える

計画１

計画４

計画３

計画２

計画11

計画７

計画８

計画10

※ 複数の施策に関連する戦略計画は、最も関連性の高い施策に対応して表示しています。

戦略計画の表示がない施策も、戦略計画に関連事業があります。

２ 高齢者が住みなれた地域で暮らせるまち 22 介護施設の整備と介護人材の確保

21 高齢者の在宅生活を支える仕組みづくり

23 元気高齢者の社会参加・介護予防の推進

計画５

計画６

【関連する主な個別計画 】
・ 練馬区教育・子育て大綱

・ 子ども・子育て支援事業計画

・ 教育振興基本計画

・ 学校施設管理基本計画

【関連する主な個別計画 】
・ 障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画

・ 地域福祉計画

・ 健康づくりサポートプラン

・ 自殺対策計画

【関連する主な個別計画 】
・ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

計画９
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施策の柱 施 策

44 鉄道・道路など交通インフラの整備

41 災害に強い安全なまちづくり

45 地域生活を支える駅周辺のまちづくり

47 脱炭素社会の実現

48 ごみの発生抑制とリサイクルの推進

49 住まい確保のサポート

42 地域防災力の向上

43 安全・安心な地域づくり
４ 安全・快適、みどりあふれるまち

52 魅力ある商店街づくり

53 都市農業の振興と都市農地の保全

51 企業活動の活性化に向けた支援の充実

55 練馬の魅力づくりと練馬ならではの観光の推進

54 文化・生涯学習・スポーツの振興

５ いきいきと心豊かに暮らせるまち

61 地域コミュニティの活性化と協働の推進

63 区政改革の推進

６ 区民とともに区政を進める

関連する

戦略計画

計画12

計画

13・14

計画15

計画16

計画18

計画19

計画22

46 みどりの保全と創出

計画17

56 平和と人権の尊重、男女共同参画の推進

【関連する主な個別計画 】
・ 都市計画マスタープラン

・ 地域防災計画

・ 耐震改修促進計画

・ 国土強靭化地域計画

・ 総合治水計画

・ 都市交通マスタープラン

・ 公共交通空白地域改善計画

・ 景観計画

・ 自転車利用総合計画

・ 無電柱化推進計画

・ みどりの総合計画

・ 環境基本計画

・ 一般廃棄物処理基本計画

・ 空き家等対策計画

・ 住宅マスタープラン

【関連する主な個別計画 】
・ 産業振興ビジョン

・ 男女共同参画計画

【関連する主な個別計画】

・ 区政改革計画

・ 公共施設等総合管理計画

・ 人事・人材育成改革プラン

・取組体制強化プラン

・職員定数管理計画

計画

20・21

計画23

62 多文化共生、国際・都市交流の推進

計画

５

計画

15
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第３次みどりの風吹くまちビジョンとＳＤＧｓ

ＳＤＧｓとは、平成27年（2015年）９月の国連サミットで採択された
「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略であり、
令和12（2030）年を年限とする国際目標です。ＳＤＧｓは、持続可能な世界
を実現するための17 のゴールから構成され、先進国を含む全ての国々の共通
目標となっています。
国は、地方自治体に対し、ＳＤＧｓを原動力とした地方創生の推進を求め

ており、区は、第３次みどりの風吹くまちビジョンを中心にあらゆる施策を
通して取り組んでいます。

参 考
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ＳＤＧｓに掲げる１７のゴール

１ 貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。

２ 飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持

続可能な農業を促進する。
２

３ すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福

祉を促進する。
３

４ 質の高い教育をみんなに
すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生

涯学習の機会を促進する。
４

５ ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強

化を行う。
５

６ 安全な水とトイレを世界中に
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を

確保する。
６

７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エ

ネルギーへのアクセスを確保する。
７

８ 働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全か

つ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセン
ト・ワーク)を促進する。

８

９ 産業と技術革新の基盤をつくろう
強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可

能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る。
９
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10 人や国の不平等をなくそう
各国内及び各国間の不平等を是正する。

11 住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及

び人間居住を実現する。

12 つくる責任つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する。

13 気候変動に具体的な対策を
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。

14 海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能

な形で利用する。

15 陸の豊かさも守ろう
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能

な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・
回復及び生物多様性の損失を阻止する。

16 平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべ

ての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおい
て効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。

17 パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・

パートナーシップを活性化する。
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第３次みどりの風吹くまちビジョン アクションプランにおける戦略計画とＳＤＧｓのゴール

特に関連する
ＳＤＧｓのゴール施策の柱および戦略計画

施策の柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち
３,４,５戦略計画１ 子育てのかたちを選択できる社会の実現

１,３,５戦略計画２ 子どもの成長に合わせた切れ目のないサポートの充実

１,３,５戦略計画３ 学齢期の子どもや若者の居場所の充実

１,３,４戦略計画４ 夢や目標を持ち困難を乗り越える力を備えた子どもたちの育成

施策の柱２ 高齢者が住みなれた地域で暮らせるまち

３戦略計画５ 高齢者地域包括ケアシステムの深化・推進

３,８戦略計画６ 元気高齢者の活躍と健康づくり・フレイル予防の推進

施策の柱３ 安心を支える福祉と医療のまち

３,８戦略計画７ 障害者が地域で暮らし続けられる基盤の整備

１,３,４,５戦略計画８ ひとり親家庭や生活困窮世帯等の自立を応援

３戦略計画９ 誰もが安心して生活できる地域福祉の推進

３戦略計画10 安心して医療が受けられる体制の整備

３戦略計画11 身体とこころの健康づくりを応援

施策の柱４ 安全・快適、みどりあふれるまち

９,11,13戦略計画12 地域の災害リスクに応じた「攻めの防災」

９,11戦略計画13 みどり豊かで快適な空間を創出する交通インフラの整備

11戦略計画14 人々の移動を支える交通体系の構築

９,11戦略計画15 快適な住宅都市を実現する街づくりの推進

11,13,15戦略計画16 練馬のみどりを未来へつなぐ

７,12,13,14戦略計画17 脱炭素社会の実現に向けた環境施策の展開

施策の柱５ いきいきと心豊かに暮らせるまち

８,９戦略計画18 意欲ある事業者の支援と商店街の魅力づくり

11,13,15戦略計画19 生きた農と共存するまち練馬

４戦略計画20 みどりの中で優れた文化芸術を楽しめるまち

３戦略計画21 みどりの中で誰もがスポーツを楽しめるまち

施策の柱６ 区民とともに区政を進める

17戦略計画22 地域コミュニティの活性化と区民協働の推進

９,17戦略計画23 ＤＸで区民と区政を直につなぐ
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